
強い農業づくり交付金実施要領の制定について

１６生産第８２６２号

平成１７年４月１日

大臣官房国際部長

総合食料局長 通知

生 産 局 長

経 営 局 長

改正 平成 17年 5月 24日 17生 産第 966号

改正 平成 17年 9月 1日 17生 産第 2951号

改正 平成 18年 3月 31日 17生 産第 8567号

改正 平成 19年 3月 30日 18生 産第 9314号

改正 平成 20年 4月 1日 19生 産第 9993号

改正 平成 20年 10月 16日 20生 産第 3973号

改正 平成 21年 1月 27日 20生 産第 5674号

改正 平成 21年 1月 27日 20総 合第 1633号

改正 平成 21年 1月 27日 20経 営第 5373号

改正 平成 21年 3月 31日 20生 産第 10044号

改正 平成 21年 3月 31日 20総 合第 2241号

改正 平成 21年 3月 31日 20経 営第 7194号

改正 平成 21年 5月 29日 21生 産第 1066号

改正 平成 21年 5月 29日 21総 合第 322号

改正 平成 21年 5月 29日 21経 営第 933号

改正 平成 22年 5月 28日 21生 産第 9805号

改正 平成 22年 5月 28日 21総 合第 2153号

改正 平成 22年 5月 28日 21経 営第 7166号

改正 平成 23年 4月 1日 22生 産第 9708号

改正 平成 23年 4月 1日 22総 合第 1766号

改正 平成 23年 4月 1日 22経 営第 7280号

改正 平成 23年 9月 1日 23生 産第 4304号



改正 平成 24年 4月 6日 23食 産第 4020号

改正 平成 24年 4月 6日 23生 産第 6191号

改正 平成 24年 4月 6日 23経 営第 3667号

改正 平成 25年 2月 26日 24食 産第 5543号

改正 平成 25年 2月 26日 24生 産第 2891号

改正 平成 25年 5月 16日 25食 産第 271号

改正 平成 25年 5月 16日 25生 産第 171号

改正 平成 26年 2月 6日 25食 産第 4164号

改正 平成 26年 2月 6日 25生 産第 2888号

改正 平成 26年 4月 1日 25食 産第 4960号

改正 平成 26年 4月 1日 25生 産第 3421号

改正 平成 27年 2月 3日 26食 産第 3601号

改正 平成 27年 2月 3日 26生 産第 2535号

改正 平成 28年 4月 1日 27食 産第 6085号

改正 平成 28年 4月 1日 27生 産第 2871号

改正 平成 28年 4月 1日 27政 統第 904号

最終改正 平成 29年 3月 31日 28食 産第 6094号

最終改正 平成 29年 3月 31日 28生 産第 2193号

最終改正 平成 29年 3月 31日 28政 統第 1969号

強い農業づくり交付金については、先に強い農業づくり交付金実

施要綱（平成１７年４月１日付け１６生産第８２６０号農林水産事

務次官依命通知）が定められたところであるが、その細部について、

強い農業づくり交付金実施要領を別紙のとおり定めたので、御了知

の上、本交付金の実施につき、適切な御指導をお願いする。









































































































Ⅰ－２ 産地合理化の促進

要綱別表１のⅠのメニューの欄の２の取組を行う場合は、以下に定めるところによるものと

する。

第１ 取組の概要

１ 穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用（稲、麦、大豆等）の取組

複数の既存の穀類乾燥調製貯蔵施設等の再編や従前に補助事業で導入した施設・設備の機

能又は能力の高度化による施設の効率的な管理・運営等の取組を推進するため、水田フル活

用ビジョン等に基づき、今後、新規需要米、加工用米、麦、大豆等の大幅な増産が見込まれ

る地域において、主食用米と新規需要米の区分集荷・保管や水稲専用施設の大豆との汎用利

用のために必要な改修等を支援。

また、担い手が主体となった主食用米等の戦略的販売を推進する観点から、担い手で構成

される組織が施設運営又は担い手で構成される組織へのサイロ単位等での施設の部分貸与等

に取り組むことで、地域単位で効率的な施設運営を目指す地域において、多様なニーズに対

応した小ロット貯蔵の実現、通年安定供給に資する品質分析・管理機能の向上等のために必

要な改修等を支援。

本取組においては、米、麦、大豆等の乾燥調製・保管に係る乾燥調製施設、穀類乾燥調製

貯蔵施設又は集出荷貯蔵施設の再編を行うことができるものとする。この場合、事業実施主

体においては、第２の６の（１）のアからエまでに定める再編利用計画等を作成しなければ

ならない。

その際、都道府県は、「地域における穀類乾燥貯蔵施設等の再編利用の取組の推進につい

て」（平成26年2月26日付け25生産第3219号生産局農産部穀物課長通知）により、地域におけ

る新規需要米等の作付動向、複数の既存の穀類乾燥調製貯蔵施設等の配置や利用状況等を踏

まえ、施設の再編利用を重点的に進める重点再編地域を選定することができるものとする。

（１の都道府県につき各年度３地域を上限とする。）

２ 集出荷貯蔵施設等再編利用（野菜、果樹、花き）の取組

野菜、果樹、花きの持続的かつ安定的な供給体制の構築に取り組む地域において、複数の

既存の施設を再編合理化すること等により、効率的かつ低廉に流通コストの低減等を図るた

めの当該施設の改修等を支援。

本取組においては、野菜、果樹又は花きの集出荷貯蔵又は処理加工に係る施設であって、

集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設の再編を行うことができるものとする。この場合、事

業実施主体においては、第２の６の（２）のアからエまでに定める再編利用計画等を作成し

なければならない。

３ 農産物処理加工施設等再編利用（茶）の取組

複数の既存の荒茶加工施設等を有し、今後、茶の計画的な生産、加工の強化に取り組む地

域において、加工コストの低減等を図るための当該施設の再編に向けた改修等を支援。

本取組については、茶の加工に係る施設であって、荒茶加工施設、仕上茶加工施設の再編

を行うことができるものとする。この場合、事業実施主体においては、第２の６の（３）の

アからエまでに定める再編利用計画等を作成しなければならない。

４ 食肉等流通体制再編整備の取組

食肉等の流通・処理施設の再編に取り組む地域において、既存の施設を再編合理化する

ことにより、効率的な施設利用体制や衛生的で高度な処理体制の構築等を図るための当該

施設の整備を支援。

本取組においては、食肉等の流通・処理に係る食肉等流通処理施設（食鳥処理施設、鶏

卵処理施設及び家畜市場）の再編を行うことができるものとする。この場合、事業実施主



体においては、第２の６の（４）のアからエまでに定める再編合理化計画等を作成しなけ

ればならない。

５ 国内産糖・国内産いもでん粉工場再編合理化の取組

さとうきび、てん菜又はでん粉原料いもの持続的かつ安定的な供給体制の構築に取り組む

地域において、既存の国内産糖・国内産いもでん粉工場の再編合理化計画の策定を要件とし

て、製造コストの削減及び既存の当該施設の安定操業を図るための当該施設の再編合理化を

支援。

本取組においては、施設利用体制や集荷体制の再構築に取り組む以下の国内産糖・国内産

いもでん粉工場の再編合理化を促進するため、次に掲げるメニューを実施できるものとする。

この場合、事業実施主体においては、第２の６の（５）のアからエまでに定める再編合理

化計画等を作成しなければならない。

（１）国内産糖・国内産いもでん粉工場再編整備

ア 国内産糖・国内産いもでん粉工場の再編（再編による稼働率の向上に向けた施設等の

新設又はこれに伴う設備の移設を含む。以下同じ。）

イ 国内産糖・国内産いもでん粉工場の廃棄

（２）国内産糖・国内産いもでん粉工場の合理化（地域における国内産糖・国内産いもでん粉

工場の稼働率の向上に向けた既存工場の廃棄。以下同じ。）

国内産糖・国内産いもでん粉工場の廃棄

６ 乳業再編等整備の取組

国産の牛乳・乳製品の安定供給に取り組む地域において、生乳流通コストの低減等を図る

とともに、効率的かつ衛生的な乳業者を育成するため、集送乳の拠点となる貯乳施設の集約

化、乳業施設の再編・合理化及びこれと一体的に行う高度な衛生管理水準を備えるための整

備等を支援。

本取組においては、集乳及び乳業の再編合理化を促進するため、次に掲げる施設の整備を

実施できるものとする。この場合、事業実施主体においては、第２の６の（６）のアから

エまでに定める再編合理化計画等を作成しなければならない。ただし、産地活性化総合対

策事業実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10890号農林水産省生産局長通知）のⅤの

（Ⅵ）のａにより再編実行計画が作成されている場合は、当該再編実行計画を再編合理化

計画とみなして扱うことができるものとする。

（１）効率的乳業施設整備

ア 乳業工場（牛乳乳製品（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令

第52号）第２条第３項に規定する牛乳、同条第11項に規定する加工乳及び同条第12項に

規定する乳製品（アイスクリーム類及び調製粉乳を除く。）をいう。以下同じ。）及び

牛乳乳製品の製造に伴って生産されるもの又はその構成要素を抽出したものを製造する

工場をいう。以下同じ。）の施設等の新設又は増設（当該施設等の新設又は増設に伴う

設備の移設を含む。以下「新設等」という。）。

イ アと一体的に行う環境・衛生問題等に配慮した高度な乳業工場の施設等の整備（以下

「環境・衛生等整備」という。）。

ウ 乳業の再編合理化に資するための乳業工場の廃棄等。

（２）集送乳合理化等推進整備

ア 大型貯乳施設整備

集送乳の合理化を推進するため、既存の生乳の貯乳機能を有する施設又は設備（生乳

を生産者から直接搬入している乳業工場を含む。以下「貯乳施設等」という。）を廃棄し、

大規模な生乳の貯乳機能を有する施設又は設備（以下「大型貯乳施設等」という。）の整



備。

イ 需給調整拠点施設整備

生乳の広域流通に対応した需給の円滑な調整に資するため、余剰生乳処理機能を有す

る拠点施設又は設備（以下「需給調整拠点施設等」という。）の整備。

第２ 取組の実施基準等

１ 事業の実施基準

（１）事業実施計画は、関係者をはじめとした地域住民の合意を得たものであること。

（２）事業実施主体が、自己資金若しくは他の助成により事業を実施中又は既に終了している

ものは、本対策の交付の対象外とする。

（３）事業の実施にあっては、関係機関が一体となった推進体制が整備されているものとし、

事業実施主体は、「強い農業づくり交付金の配分基準について」（平成17年４月１日付け1

6生産第8451号農林水産省大臣官房国際部長、農林水産省総合食料局長、農林水産省生産

局長、農林水産省経営局長通知。以下「配分基準通知」という。）に定めた成果目標の達

成のための推進活動が行われているものとする。

（４）交付対象事業費は、本対策の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定す

るものとし、整備事業の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければなら

ないものとする。

また、事業費の積算等については、「補助事業の効率的な実施について」（昭和55年４

月19日付け55構改Ａ第503号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、食品流

通局長通知）及び「過大積算等の不当事態の防止について」（昭和56年５月19日付け56経

第897号農林水産大臣官房長通知）によるものとする。

（５）要綱別表１のⅠのメニューの欄の２の（１）から（３）までの整備事業を実施した事業

実施主体は、要綱第11の６にかかわらず、以下の施設等については、事業実施状況報告の

報告期間中に１回以上、整備した施設等を利用する農業者から、点検シートの提出を受け、

点検を実施した旨を確認するものとする。

（６）産地基幹施設の整備に当たっては、都道府県知事は、一個人に受益がとどまるような事

業計画が策定されないよう、事業実施主体に対して周知徹底し、事業計画の審査等におい

ても留意するものとする。

（７）受益農業従事者が、事業開始後にやむを得ず５名に満たなくなった場合は、新たに参加

者を募ること等により、５名以上となるように努めるものとする。

（８）都道府県知事は、要綱第７の２による点検及び第８の２による点検評価を実施した結果、

整備事業において導入した施設等が当初の事業実施計画に従って適正かつ効率的に運用さ

れていないと判断される場合（アからエまでに掲げる場合等）にあっては、当該事業実施

主体に対し、必要な改善措置を指導するものとする。

なお、改善措置については、別記様式２号に定める改善計画を作成させるとともに、改

善計画の達成が見込まれるまでの間、改善状況の報告をさせ、強力に指導するものとする。

ア 穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用、集出荷貯蔵施設等再編利用及び農産物処理加工施

設等再編利用の取組においては、施設等の利用率、作付率及び稼働率のうちいずれかが

70％未満の状況が３年間継続している場合、また農産物処理加工施設において、収支率

が80％未満の状況が３年間継続している場合

イ 食肉等流通体制再編整備の取組においては、事業により整備した施設等の処理数量

（取引頭数）又は処理経費（取引経費）が当初の事業実施計画に対し、80％未満の状

況が３年間継続している場合

ウ 国内産糖・国内産いもでん粉工場再編整備及び乳業再編等整備の取組においては、



事業により整備した施設等の処理数量又は処理経費が当初の事業実施計画に対し、80

％未満の状況が３年間継続している場合

（９）整備事業で実施する産地基幹施設は、耐用年数がおおむね５年以上のものとする。

ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該対策実

施地区の実情に照らし適当な場合には、増築、併設等、合体施行若しくは、直営施行又は

古品、古材若しくは間伐材の利用を推進するものとする。

なお、原則として、この場合の古品及び古材については、新資材等と一体的な施工及び

利用管理を行う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。

このほか、資材の選定に当たっては、「森林・林業基本計画」（平成28年５月24日閣議

決定）の趣旨を踏まえた木材の利用を考慮の上、適切な選定を行うものとする。

（10）産地基幹施設の附帯施設のみの整備は、交付の対象外とするものとする。

（11）産地基幹施設の整備のための計画策定における能力及び規模は、アンケート調査等によ

り、農業者の施設の利用に関する意向を把握し、個別農業者等の施設の保有状況及び利用

継続が見込まれる年数等を明らかにすることにより適切な能力及び規模の決定を行うもの

とする。

（12）産地基幹施設の整備に当たっては、産地の実情及び担い手動向に即し、担い手を目指す

農家及び生産組織の育成に資するよう最適な運営の方式及び規模とするよう次に掲げる事

項に留意するものとする。

ア 担い手を目指す農家及び生産組織の計画と十分調整を行うとともに、運営については、

これらの意向が反映されるよう、これらが積極的に参画し、又は運営の主体となるよう

努めるものとする。

イ 必要に応じ、施設の利用率の向上及び処理量の増大が図られるよう適正な品種の組合

せ、作期の分散等に配慮するとともに、農産物の処理加工に当たっては、農産物の処理

・加工技術、製品の商品性を含む市場調査、販売方法等についても十分な検討を行うも

のとする。

（13）産地基幹施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費は、要綱及

び本要領に定めがないものについては、交付の対象外とするものとする。

（14）事業実施主体以外の者に貸し付けることを目的として産地基幹施設を整備する場合につ

いては、次によるものとする。

ア 貸付けの方法、貸付けの対象となる者等については、都道府県知事と協議するものと

し、当該事項について変更する場合にあっても同様とする。

イ 事業実施主体は、原則として、地方公共団体、農業者の組織する団体、公社（地方

公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。）、農業者の組織する団体が株主とな

っている株式会社（これらの者及び地方公共団体が有する議決権の合計がその会社の

総株主の議決権の過半数であるものに限る。）及び土地改良区に限るものとする。

ウ 当該施設の受益農業従事者数は、原則として、５名以上とする。

エ 事業実施主体が賃貸料を徴収する場合は、原則として、「事業実施主体負担（事業費

－交付金）／当該施設の耐用年数＋年間管理費」により算出される額以内であることと

する。

オ 貸借契約は、書面によって行うこととする。

なお、事業実施主体は、賃借契約に明記した事項が利用者又は自らと競争関係にある

者に制約を加えることのないよう留意するものとする。

（15）果樹について、当該都道府県において、対象品目に係る果樹収穫共済引き受けが行われ

ている場合にあっては、受益地区の対象品目の果樹収穫共済の加入率が当該都道府県平均



以上であること又は当該都道府県平均以上となることが確実と見込まれること。

（16）うんしゅうみかん及びりんごを対象とする場合については、果樹農業好循環形成総合対

策等実施要綱（平成13年４月11日付け12生産第2774号農林水産事務次官依命通知）第２の

２に基づき、需給調整の適切な推進のため、生産出荷目標の配分を受けている地域におい

て優先的に実施するよう配慮するものとする。

（17）海外に向けた販路拡大に係る整備事業を実施する場合にあっては、事業実施主体は、

海外に向けた販路拡大に係る情報収集、マーケティング調査、テスト輸出等を行い、海

外に向けた販路拡大が確実と見込まれること。

また、高品質な食肉等を海外に輸出するために必要な施設整備を実施する場合にあっ

ては、輸出に係る施設を輸出先国の衛生条件等に合致させるとともに、生産から処理・

加工、販売までの各段階における輸出体制の整備が確実であると見込まれること。

（18）稲、麦、大豆、果樹及び野菜を対象とした整備事業を実施する事業実施主体は、原則

として、事業実施状況の報告期間中に１回以上、整備した施設等を利用する生産者から

記録済みの農業生産工程管理のチェックシートの提出を受けることなどにより、農業生

産工程管理の導入が図られるよう努めるものとする。

ただし、施設等を利用する生産者が不特定多数である等、チェックシートの提出を受

ける生産者の特定が困難な場合は、この限りではない。

また、事業等の事業実施主体あたりの当該農業者の数が多数に及ぶ場合等においては、

そのうち一定割合を抽出して確認する方法でもよいこととする。

なお、チェックシートについては、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関する

ガイドライン」（平成22年４月農林水産省生産局）における取組事項の内容を含むものと

する。（注）農業生産工程管理（ＧＡＰ）とは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令

等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、

記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のことをいう。

（19）乳業再編等整備に取り組む場合については、事業を実施する都道府県において作成され

た酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和29年法律第182号。以下「酪振法」とい

う。）第２条の３に基づく酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画等との整合性が

図られていること。

（20）乳業再編等整備のうち地域における生乳の集送乳の効率化に係る事業に取り組む場合に

ついては、事業計画に定める内容が「集送乳の合理化の推進について」（平成17年５月17

日付け17生畜第459号農林水産省生産局長通知）に基づき加工原料乳生産者補給金等暫定

措置法（昭和40年法律第112号）第６条に基づき指定を受けた生乳生産者団体が策定した

集送乳の合理化に係る推進計画（以下「推進計画」という。）に即しているものであるこ

と。

（21）本対策により施設を整備する場合にあっては、天災等により被災した際に円滑な施設の

補修及び再取得が可能となるよう、国の共済制度（国の共済制度に加入できない場合にあ

っては、民間の建物共済や損害補償保険等（天災等に対する補償を必須とする。））に確

実に加入するものとする。

２ 事業実施主体

（１）次に掲げる者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、事業実施及び会計手

続を適正に行いうる体制を有していなければならないものとする。

ア 農事組合法人

イ 農事組合法人以外の農地所有適格法人

ウ 特定農業団体



エ その他農業者の組織する団体

オ 事業協同組合

カ 事業協同組合連合会

（２）要綱別表１のⅠの事業実施主体の欄の２の（７）の特認団体は、次のとおりとする。

ア 農業者の組織する団体が株主となっている株式会社であって、これらの者が有する議

決権及び地方公共団体が有する議決権の合計がその会社の総株主の議決権の過半数であ

るもの。

イ その他事業目的に資するものとして都道府県知事から協議のあった団体

（３）要綱別表１のⅠの事業実施主体の欄の２の（11）の生産局長等が別に定める乳業再編等

協議会（以下「再編等協議会」という。）は、次のアからウまでの要件を全て満たすもの

とする。

ア 乳業者（酪振法第２条第２項の乳業を行う者をいう。以下同じ。）であって、次に掲

げるいずれかの者に該当するものが構成員となっていること。

（ア）複数の乳業者が合併し、設立した法人(契約の締結等により合併が確実であると認

められる合併前の乳業者を含む。)（以下「合併後法人」という。）

（イ）複数の乳業者の出資により設立された法人又は中小企業団体の組織に関する法律（昭

和32年法律第185号）の規定に基づき設立される団体

（ウ）複数の乳業者と乳業工場の再編と併せた生乳の処理若しくは加工の受委託に関する

契約又は営業譲渡契約を締結し、乳業工場の新設・廃棄等を行う乳業者

（エ）学校給食用牛乳の供給を行っている乳業者であって、直近の年間生乳処理量に占め

る学校給食用牛乳向け生乳処理量の割合がおおむね３割以上である者

イ 再編等協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、

財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした再

編等協議会の運営等に係る規約（以下｢再編等協議会規約｣という。）が定められているこ

と。

ウ 再編等協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与する等、事務手続に係る

不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されている

こと。

３ 交付率

（１）要綱別表１のⅠの交付率の欄の２のただし書の生産局長等が別に定める場合は、対象作

物がさとうきび及びパインアップルの場合とし、交付率を事業費の１０分の６以内とする。

（２）要綱別表１のⅠの交付率の欄の２のただし書の生産局長等が別に定める場合は、次に

掲げる場合とし、交付率を事業費の３分の１以内とするものとする。

ア 乾燥調製施設（乾燥能力の設定を米（種子用を除く。）以外の作物で行うものを除く。）

を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備、

処理加工施設、副産物処理加工施設及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎

工事を行う場合

イ 米（種子用を除く。）を対象とした集出荷貯蔵施設を中山間地域等以外の地域におい

て整備する場合における当該施設の集排じん設備及び建物並びにこれらの附帯施設の

整備及び基礎工事を行う場合

ウ 食肉等流通体制再編整備のうち、食鳥処理施設の衛生管理施設、ハラール対応施設、

動物福祉対応施設、環境保全施設（堆肥化施設のうち汚物等の高度処理により肥料化

を図るためのものを含む。）、ＴＳＥ対応施設及び副産物等処理施設（副産物等の高度

処理により飼料等に加工するためのものに限る。）並びに鶏卵処理施設の殺菌装置及び



洗浄装置以外を整備する場合。家畜市場にあっては、環境及び衛生に係る施設並びに

機能高度化施設以外を整備する場合

（３）要綱別表１のⅠの交付率の欄の２のただし書の生産局長等が別に定める場合は、次に

掲げる場合とし、交付率を事業費の２分の１以内とする。

ア 国内産糖・国内産いもでん粉工場再編整備のうち国内産糖・国内産いもでん粉工場

の再編を行う場合

イ 集送乳合理化等推進整備の大型貯乳施設整備事業のうち県域を越える集乳計画に基

づいて貯乳設備を整備する場合

（４）要綱別表１のⅠの交付率の欄の２のただし書の生産局長等が別に定める場合は、効率

的乳業施設整備を事業協同組合、事業協同組合連合会又は再編等協議会が実施する場合

であって、これらの者が中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のい

ずれにも該当しない乳業者（独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第２条の規定に

基づき農林水産大臣が定める基準（平成15年10月1日農林水産省告示第1538号）第２号に

適合するものを除く。以下｢大手乳業者｣という。）に該当する場合又はこれらの者が大手

乳業者から出資を受けた場合とし、受けた出資の割合等に応じ、交付率を次のとおりと

する。

ただし、合併後法人が行う乳業工場の廃棄については、当該合併前の所有者の別に応

じ廃棄しようとする施設ごとに適用する。

ア 大手乳業者及び大手乳業者から資本金の額又は出資の額の総額の100分の50を超える

出資を受けた第２の２の（２）のイの法人又は団体にあっては、５分の１以内

イ 大手乳業者から資本金の額又は出資の総額の100分の50以下の出資を受けた第２の２

の（２）のイの法人又は団体にあっては、４分の１以内

４ 採択要件等

（１）要綱第３の４の（１）の別に定める成果目標の内容及び達成すべき成果目標の基準は

配分基準通知の別表１－１－①、１－１－②、１－２－①及び１－２－②において定め

るものとし、達成すべき成果目標基準を満たすことが見込まれる類別を２つまで設定す

ることとする。

（２）事業実施主体が、要綱別表１のⅠの採択要件の欄の２の（１）の定めにかかわらず、

都道府県知事が特に必要と認める場合にあっては、受益農業従事者数が３名以上であれ

ば事業実施主体として認めることができる。

（３）整備事業の上限事業費

産地基幹施設の再編利用の取組にあっては、ⅠのⅠ－１の第２の４の（３）に掲げる額

を超える部分について、交付の対象外とする。

ただし、地域の実情等やむを得ない事由により、交付対象上限事業費を超えて施工する

必要があると都道府県知事が特に認めた場合にあっては、各都道府県への交付金の配分額

の中からこの額を超えて交付対象とすることができるものとする。

（４）要綱別表１のⅠの採択要件の欄の２の（５）に定める総事業費に満たない場合にあって

も、要綱第３の６に定める費用対効果分析を実施し、都道府県知事及び地方農政局長等が、

地域の実情により必要と認めた場合（都道府県知事は理由書を作成し、要綱第４の２に定

める都道府県計画の成果目標の妥当性と併せて協議を行うものとする。）にあっては、当

該事業を実施できるものとする。

（５）面積要件等

要綱別表１のⅠの採択要件の欄の２の（３）の生産局長等が別に定める事業対象作物の

作付（栽培）面積は、おおむねⅠのⅠ－１の第２の４の（６）に掲げる規模以上であるこ



ととする。

（６）要綱別表２のメニューの欄の産地合理化の推進の事業実施計画に記載すべき項目の５の

生産局長等が別に定める項目は、別紙様式７号の内容に準ずるものとする。

５ 補助対象基準及び補助対象要件等

（１）要綱別表１のⅠのメニューの欄の２の（１）から（４）までの取組に係る共同利用施

設の補助対象基準については、ⅠのⅠ－１の第２の５に掲げるとおりとする。

（２）要綱別表１のⅠのメニューの欄の２の（５）の取組に係る共同利用施設の補助対象要

件等は、以下のとおりとする。

ア 国内産糖・国内産いもでん粉工場再編整備

（ア）国内産糖・国内産いもでん粉工場の再編

ａ 製造施設等

受入、洗浄、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制

御、配管、給水、ボイラー、換気・空調、分析等に係る設備及びその他国内産糖・

国内産いもでん粉製造に必要な設備の整備

ｂ 排水処理等施設

沈砂池、嫌気池、曝気池、貯留池の整備

ｃ 上屋等

製造施設等を覆うために必要な建築物、制御室（機械設備を集中的に管理運営す

るための建築物）及びその他必要な建築物の整備

（イ） 国内産糖・国内産いもでん粉工場の廃棄

ａ 補助対象となる国内産糖・国内産いもでん粉工場の施設等は、国内産糖・国内

産いもでん粉工場の再編合理化計画において、廃棄の対象となっている国内産糖

・国内産いもでん粉工場とする。

なお、廃棄に係る国内産糖・国内産いもでん粉工場の施設等を売却して得た対

価（当該売却に係る経費を控除した額をいい、再編合理化計画が策定されている

場合にあっては、策定された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日ま

でに売却して得た額を含む。）については、これを補助対象経費から控除する。ま

た、補助対象経費には国内産糖・国内産いもでん粉工場の廃棄後の整地（舗装等

を行っていない更地にする場合に限る。）に係る経費についても含めることができ

るものとする。

ｂ 製造施設等

（ア）のａ及びｃに掲げる施設等の廃棄・撤去に要する経費（ただし、脱汁設

備、分離設備、精製設備、脱水設備又は乾燥設備のいずれかを必ず含むものとす

る。また、他の国内産糖・国内産いもでん粉工場等への譲渡に係る経費は含めな

いものとする。）

ｃ 排水処理等施設

（ア）のｂに掲げる施設及び沈殿池の廃棄・撤去に要する経費並びに敷地等を

掘削し、コンクリートその他で地下浸透防止措置を施している設備等を取り壊す

こと等により、当該設備等敷設前の状態に埋め戻すことに要する経費（当該設備

等から排水等を除去した後に残存する汚泥等の処理経費を含む。）

ｄ 廃棄に係る国内産糖・国内産いもでん粉工場の施設等の残余財産相当額の補填

（ａ）補助対象は、ｂ及びｃに掲げる国内産糖・国内産いもでん粉工場の施設等（取

得年月が明らかであって、その取得価額（所得税法施行令（昭和40年政令第96

号） 第126条及び第127条又は法人税法施行令（昭和40年政令第97号） 第54条



及び第55条に規定する方法により算出した減価償却資産の取得価額をいう。以

下同じ。）が単価20万円以上のものに限る。）を廃棄する際に、当該施設等につ

いて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下

「財務省令」という。)の別表に掲げる耐用年数（以下「耐用年数」という。）

に応じて旧定率法（所得税法施行令第120条第１項第２号ロ又は法人税法施行令

第48条第１項第２号ロに規定する旧定率法をいう。以下同じ。）又は定率法（所

得税法施行令第120条の2第１項第２号ロ又は法人税法施行令第48条の2第１項第

２号ロに規定する定率法をいう。以下同じ。）により減価償却を行った場合の当

該施設等の未償却分の残余財産相当額（以下「残余財産相当額」という。）とし、

耐用年数を超えている施設等は補助対象としない。

（ｂ）個人において使用され、又は法人において事業の用に供された中古資産につ

いては、当該中古資産が、当該国内産糖・国内産いもでん粉工場において（ａ）

の耐用年数以上に設定されている施設等であって、かつ、（ａ）の要件を満たす

ものに限り補助対象とすることができる。

（ｃ）補助対象経費の算出に当たっては、次の点に留意するものとする。

① （ａ）又は（ｂ）の施設等（以下「対象施設等」という。）を取得した営業

年度（当該廃棄に係る国内産糖・国内産いもでん粉工場（（２）において「廃

棄工場」という。）の営業年度又は事業年度等をいう。（２）において同じ。）

における当該対象施設等の減価償却額は、当該対象施設等を取得した月にか

かわらず、当該営業年度の期首にこれを取得したものとみなして算出するも

のとする。

② 廃棄工場において、対象施設等と当該対象施設等についての資本的支出（所

得税法施行令第181条又は法人税法施行令第132条に規定する資本的支出をい

う。以下同じ。）に係る部分とをそれぞれ別個の減価償却資産として財産管理

台帳等に掲載し、それぞれについて別個に減価償却を行っている場合にあっ

ては、本体である当該対象施設等が耐用年数を超えている場合、当該資本的

支出に係る部分の残余財産相当額については、補助対象とはしない。

③ 対象施設等について資本的支出がなされ、当該対象施設等が耐用年数の期

間内である場合には、当該対象施設等とその資本的支出に係る部分とをそれ

ぞれ別個の減価償却資産として区分し、それぞれについて（ａ）、（ｂ）並び

に（ｃ）の①及び②の規定に留意して補助対象経費を算出するものとする。

（ｄ） 対象施設等を売却して得た対価については、これを補助対象経費から控除

する。ただし、再編合理化計画が策定されている場合にあっては、策定された

日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに施設等を売却した場合

であって、当該施設等に係る対価が（ｃ）の①の規定に準じて算出した残余財

産相当額を上回ったときは、その上回った額についても補助対象経費から控除

するものとする。

イ 国内産糖・国内産いもでん粉工場の合理化

国内産糖・国内産いもでん粉工場の廃棄

補助対象は５の（２）のアの（イ）に掲げる施設等とする。

（３）要綱別表１のⅠのメニュー欄の２の（６）の取組の補助対象要件等は、以下のとおり

とする。

ア 効率的乳業施設整備

（ア）乳業工場の施設整備



補助対象となる新設等を行う工場（以下｢新工場｣という。）は、牛乳乳製品の製造

をより効果的に行うのに必要な（イ）に掲げる施設等とする。ただし、事業の用に

供された所得税法施行令第６条各号又は法人税法施行令第13条各号に掲げる資産を

取得してこれを乳業工場において牛乳乳製品の製造の用に供した場合における当該

資産（以下「中古資産」という。）については、財務省令第３条に基づき、当該中古

資産の取得から５年以上の耐用年数の設定が可能なものに限り、補助対象とするこ

とができるものとする。

（イ）効率的乳業施設整備の補助対象となる施設等

ａ 機械器具設備

受乳、計量、保管・貯蔵、製造、搬送、洗浄、電気・動力、配管、給水、排水

・汚水処理、ボイラー、換気・空調、試験機器類等に係る設備及びその他必要な

設備

ｂ 上屋等

機械器具設備を覆うために必要な建築物、制御棟（室）（機械設備を集中的に管

理運営するための建築物）及びその他必要な建築物

ｃ その他

機械器具整備及び上屋に係る設計費及び諸経費

（ウ）効率的乳業施設整備を行う際の乳業工場の再編統合の実施条件

ａ 新工場の整備は、新設を行う場合にあっては３以上の、増設を行う場合にあっ

ては２以上の既存の乳業工場の廃棄（新設及び増設のいずれにおいても、新工場

の整備を行う乳業者以外の乳業者が所有するものの廃棄を含む。アにおいて同じ｡）

を併せて実施するものとする。この場合、併せて実施する乳業工場の廃棄に際し

ては、原則として、当該乳業工場の施設等の全てを廃棄するものとする。ただし、

次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合は、新設を行うときは２以上の、増設を行う

ときは１以上の既存の乳業工場の廃棄の実施で足りるものとする。

（ａ）県域を超えた広域的な再編により生乳処理量が地域の一定水準（当該再編に

より新増設する乳業工場の所在する地域ブロックの乳業工場（生乳処理量が日

量２t以上のものに限る。）の１工場当たりの平均生乳処理量（t/日））を超える

新工場を整備する場合

（ｂ）事業実施計画に都道府県内の過去３年間の学校給食用牛乳供給量に占める供

給の割合がおおむね２割以上の乳業工場（以下「学乳２割工場」という。）が２

つ含まれ、又は学乳２割工場１つと学校給食用牛乳の製造が原則として年間生

乳処理量に占める学校給食用牛乳向け生乳処理量の割合がおおむね３割以上の

乳業工場（以下「学乳３割工場」という。）１つが含まれる場合

ｂ ａにより大手乳業者が廃棄する乳業工場の生乳処理能力については、飲用乳処

理施設にあってはおおむね日量30トン以上の規模のものを１以上含むものとし、

乳製品製造施設にあってはおおむね日量30トン以上の規模のものに限る。

ｃ 合併後法人が効率的乳業施設整備で乳業工場の施設等の新設等を行う場合にお

ける乳業工場の廃棄は、当該合併前の乳業者が有していた乳業工場を対象として

行うものとする。

（エ）新工場の条件

ａ 新工場の生乳処理能力は、飲用乳処理施設にあっては日量10トン以上、乳製品

製造施設にあっては日量300トン以上とする。

ｂ 新工場の年間の生乳処理量は、新設の場合にあっては廃棄する乳業工場等の年



間生乳処理量（直近の過去３年の平均値。以下同じ。）の合計数量（以下「廃止工

場合計数量」という。）を、増設の場合にあっては当該増設を行った既存の新工場

の増設以前の年間生乳処理量と廃止工場合計数量との合計数量を超えないものと

する。

ｃ 新工場に、その他飲料等の製造施設又は設備を併せて設置しようとする場合（牛

乳乳製品の製造施設又は設備を使用してその他飲料等を製造する場合を含む。）で

あって、当該新工場の施設又は設備の設置に当たり当該牛乳乳製品の製造に係る

施設又は設備の設置経費が明確に区分できないときは、工事費の金額、製造数量

等を勘案し、比例按分して本事業に係る補助対象経費を算出するものとする。

ｄ 厚生室、応接室等の牛乳乳製品の製造に関与しない施設等は、補助対象外とす

る。

ｅ 新工場の衛生管理手法は、原則として、ＨＡＣＣＰ方式（食品衛生法（昭和22

年法律第233号）第13条第１項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。）の承認

を受けるものとする。

（オ）乳業工場の生乳処理能力

（エ）のａ及びｂにおける乳業工場の生乳処理能力は、飲用乳処理施設にあって

は飲用牛乳の充填機の能力（牛乳については１日６時間稼働として計算した場合の

能力、加工乳、発酵乳等については、直近における１日当たりの生乳使用実績数量

を能力とみなし、これらの合計により算出する。）とし、乳製品製造施設にあっては

以下に掲げるそれぞれの設備の生乳処理能力を合算したものとする。

ａ バター製造機及びスプレードライヤー（練乳･濃縮乳を併せて製造する場合を含

む。）にあっては、同設備の製造能力（時間当たりの乳製品製造量）に生乳換算係

数（それぞれの設備に対応して、バター及び脱脂粉乳の生乳換算係数（12.34、6.

48））及びそれぞれに10時間又は20時間（１日当たりの設備の稼働時間）を乗じて

得られた数量の合計とする。

ｂ チーズの製造設備にあっては、同設備における過去３年の平均製造量（原料乳

製品搬入量を控除したもの）にチーズの生乳換算係数（12.65）又は５年後の計画

製造量（原料乳製品搬入量を控除したもの）にチーズの生乳換算係数を乗じて310

日で除した数量とする。

ｃ 練乳の専用製造設備にあっては、その濃縮機の製造能力（時間当たりの乳製品

製造量）に生乳換算係数（2.66）及び20時間（１日当たりの設備の稼働時間）を

乗じて得られた数量とする。

（カ）設備の移設

廃棄する乳業工場の設備のうち引き続き利用可能なものは新工場に移設すること

ができる。この場合、当該設備の移設に係る経費を補助対象とすることができる。

ただし、第１の６の（１）のウの廃棄の経費と重複して計上できないものとする。

（キ）乳業工場を廃棄する場合の廃棄工場の条件等

ａ 乳業工場の廃棄

（ａ）補助対象となる乳業工場の施設等は、次に掲げる①及び②に該当する乳業工

場とする。

① 牛乳乳製品を現に製造している乳業工場の施設等又は原則として前年度に

おいて牛乳乳製品の製造実績を有する乳業工場の施設等であって、事業実施

主体が作成に参画した再編合理化計画において廃棄の対象となっている乳業

工場の施設等であること。



② 廃棄する乳業工場で受けている配乳の過半以上を再編合理化計画に参画し

ている乳業者に引き継ぐ計画となっていること。

（ｂ）廃棄に係る乳業工場の施設等を売却して得た対価（当該売却に係る経費を控

除した額をいい、再編実行計画が策定されている場合にあっては、策定された

日から本事業に係る交付金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含

む。）については、これを補助対象経費から控除する。補助対象経費には乳業工

場の廃棄後の整地（舗装等を行っていない更地にする場合に限る。）に係る経費

についても含めることができるものとする。

ｂ 廃棄に係る乳業工場の設備の残余財産相当額の補填

（ａ）補助対象は、別紙に掲げる乳業工場の設備（取得年月が明らかであって、その

取得価額が単価20万円以上のものに限る。）を廃棄する際に、当該設備について、

耐用年数に応じて旧定率法又は定率法により減価償却を行った場合の当該設備の

残余財産相当額とし、耐用年数を超えている設備は補助対象としない。

（ｂ）個人において使用され、又は法人において事業の用に供された中古資産につい

ては、当該中古資産が、当該乳業工場において（ａ）の耐用年数以上に設定され

ている設備であって、かつ、（ａ）の要件を満たすものに限り補助対象とするこ

とができる。

（ｃ）補助対象経費の算出に当たっては、次の点に留意するものとする。

① （ａ）又は（ｂ）の設備（以下「対象設備」という。）を取得した営業年度

（当該廃棄に係る乳業工場（アにおいて｢廃棄工場｣という。）の営業年度又は

事業年度等をいう。アにおいて同じ。）における当該対象設備の減価償却額は、

当該対象設備を取得した月にかかわらず、当該営業年度の期首にこれを取得し

たものとみなして算出するものとする。

② 廃棄工場が、営業年度の途中において牛乳乳製品の製造を休止する場合、当

該事業実施年度における対象設備の減価償却額は、次式により算出するものと

する。

α＝β×（γ÷12）

α：減価償却額

β：廃棄工場の当該営業年度末における減価償却見込額

γ：廃棄工場の当該営業年度の期首から牛乳乳製品の製造休止月までの間の

月数（１か月に満たない月は、これを１か月とする。）

③ 廃棄工場が、当該事業実施年度の前年度において既に牛乳乳製品の製造を休

止している場合、対象設備の残余財産相当額は、当該事業実施年度の前年度の

３月31日現在において評価するものとする。

④ 廃棄工場において、対象設備と当該対象設備についての資本的支出に係る部

分とをそれぞれ別個の減価償却資産として財産管理台帳等に掲載し、それぞれ

について別個に減価償却を行っている場合にあっては、本体である当該対象設

備が耐用年数を超えている場合、当該資本的支出に係る部分の残余財産相当額

については、補助対象とはしない。

⑤ 対象設備について資本的支出がなされ、当該対象設備が耐用年数の期間内で

ある場合には、当該対象設備とその資本的支出に係る部分とをそれぞれ別個の



減価償却資産として区分し、それぞれについて（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の①か

ら④までの規定に留意して補助対象経費を算出するものとする。

（ｄ）対象設備を売却して得た対価については、これを補助対象経費から控除する。た

だし、再編実行計画が策定されている場合にあっては、策定された日から本事業に

係る補助金の交付決定を受けた日までに設備を売却した場合であって、当該設備に

係る対価が（ｃ）の①及び②の規定に準じて算出した残余財産相当額を上回ったと

きは、その上回った額についても補助対象経費から控除するものとする。

（ク）交付金要望額の上限

ａ 第１の６の（１）のア及びイの事業に係る交付金の要望額の合計は、１事業実施

計画当たり18億円を上限とする。

ｂ 第１の６の（１）のウの事業に係る交付金の要望額は、１事業実施計画当たり６

千万円を上限とする。ただし、県域を越えた再編又は４工場以上の廃棄を伴う再編

にあっては、７千万円を上限とする。

イ 集送乳合理化等推進整備

（ア）大型貯乳施設整備

ａ 大型貯乳施設等の整備

（ａ）補助対象となる大型貯乳施設等は、集送乳の合理化の推進に必要な第２の５の

（３）のアの（イ）に掲げる施設等とする。ただし、事業の用に供された所得税

法施行令第６条各号又は法人税法施行令第13条各号に掲げる資産を取得してこれ

を大型貯乳施設等において生乳の貯乳又は集送乳の用に供した場合における当該

資産については、財務省令第３条に基づき、当該資産の取得から５年以上の耐用

年数の設定が可能なものに限り、補助対象とすることができるものとする。

なお、厚生室、応接室等の生乳の貯乳及び集送乳に関与しない施設等は補助対象

外とする。

（ｂ）整備する大型貯乳施設等の整備は、新設を行う場合にあっては２以上の、増設

を行う場合にあっては１以上の既存の貯乳施設等の廃棄を併せて実施するものと

する。

（ｃ）整備する大型貯乳施設等の生乳の処理能力が、おおむね日量100トン以上の施設

等であること。

（ｄ）生乳の広域流通に対応した合理的な集送乳が可能となる場所に設置されるもの

であること。

（ｅ）整備する大型貯乳施設等を既存の乳業工場の敷地内に設置する場合は、当該乳

業工場の施設等と明確に区別されていること。

ｂ 貯乳施設等の廃棄

（ａ）補助対象となる貯乳施設等は、現に貯乳施設等として稼働しているもの又は前

年度において貯乳施設等として稼働していたものとする。この場合、廃棄する貯

乳施設等については、原則として当該貯乳施設等の全てを廃棄するものとする。

（ｂ）廃棄する貯乳施設等において、引き続き利用可能な施設又は設備がある場合は、

整備する大型貯乳施設等に移設することができる。この場合、当該貯乳施設等の

移設に係る経費も補助対象とすることができる。ただし、廃棄の経費と重複して

計上できないものとする。

（ｃ）廃棄に係る貯乳施設等を売却して得た対価（当該売却に係る経費を控除した額

をいい、地域の貯乳施設等の再編計画（以下「貯乳施設等再編計画」という。）が

策定されている場合にあっては、策定された日から本事業に係る交付金の交付決



定を受けた日までに売却して得た額を含む。）については、これを補助対象経費か

ら控除する。補助対象経費には、貯乳施設等の廃棄後の整地（舗装等を行ってい

ない更地に限る。）に係る経費を含めることができるものとする。

ｃ 廃棄に係る貯乳施設等の残余財産相当額の補填

アの（キ）のｂの規定を準用する。この場合、「乳業工場」は「貯乳施設等」と、「設

備」は「施設又は設備」と、「定率法」は「施設にあっては定額法（所得税法施行令

第120条の２第１項第２号イ又は法人税法施行令第48条の２第１項第２号イに規定す

る定額法をいう。）により、設備にあっては定率法」と、「廃棄工場」は「廃棄施設」

と、「牛乳乳製品の製造」は「生乳の貯乳」と、｢再編実行計画｣は｢貯乳施設等再編計

画｣と読み替えるものとする。

ｄ 整備する大型貯乳施設等と廃棄する貯乳施設等の関係

大型貯乳施設等を整備する場合、必ず既存の貯乳施設等の廃棄を実施するものとす

る。

（イ）需給調整拠点施設整備

ａ 補助対象となる需給調整拠点施設等は、第２の５の(３)のアの（イ）に掲げる施設

等とする。

ｂ 広域流通する生乳に対応した適切な需給調整の観点から、地域ブロック単位による

一定数量の集約した余剰生乳の処理が必要であることに鑑み、処理対象生乳が複数の

都道府県の区域で生産される生乳であること。ただし、北海道及び沖縄県にあっては、

処理対象生乳が複数の都道府県の区域で生産される生乳であることを要しない。

ｃ 補助対象施設又は設備が、原則として特定乳製品（畜産物の価格安定に関する法律

（昭和36年法律第183号）第２条第２項に規定する指定乳製品及び加工原料乳生産者

補給金等暫定措置法施行令（昭和40年政令第338号）第１条に規定する乳製品をいう。）

の製造施設又は設備であること。

なお、付加価値の高い製品の販売促進の観点から、アイスクリーム又は発酵乳等を

製造する施設又は設備も補助対象とすることができる。また、短期的な生乳の需給緩

和に対応する観点から、品質保持期限が長いロングライフ牛乳の製造施設又は設備も

補助対象とすることができる。

ロングライフ牛乳を除く飲用乳処理施設又は設備（以下「飲用乳処理施設等」とい

う。）については、原則として補助対象としないが、既存の老朽化した飲用乳処理施

設等の効率化、人員及び施設の稼働率の向上を図る等の観点から、既存の飲用乳処理

施設等を廃棄し、特定乳製品等の製造施設又は設備を新設し、これと併せて飲用乳処

理施設等を新設する場合にあっては、当該飲用乳処理施設等も補助対象とすることが

できる。

６ 再編利用計画等の基本的考え方

（１）穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用（稲、麦、大豆等）の取組

ア 再編利用計画の趣旨

複数の既存の穀類乾燥調製貯蔵施設等を有し、そのうち１つ又は複数の施設が老朽

化している地域のうち、水田フル活用ビジョン等に基づき、今後、新規需要米、加工

用米、麦、大豆等の大幅な増産に取り組む地域や担い手が主体となった主食用米等の

戦略的販売に向け、担い手で構成される組織が施設運営又は担い手で構成される組織

へのサイロ単位等での施設の部分貸与等に取り組む地域において、複数の既存の穀類

乾燥調製貯蔵施設等を再編利用することにより、担い手を中心とした効率的な施設利

用体制の再構築や低廉な乾燥調製サービスの提供を図ることを旨とした計画とする。



イ 再編利用計画作成主体

再編利用計画は、事業実施主体が単独又は農業者の組織する団体と共同で策定する

ものとする。

ウ 再編利用計画の作成等

再編利用計画は別紙様式１号（穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用（稲、麦、大豆等）

の取組用）により作成し、再編利用計画の計画期間は事業実施年度から３年間とする。

エ 再編利用計画の承認等

（ア）計画策定主体は、ウにより作成した再編利用計画を都道府県知事に提出するもの

とする。

（イ）都道府県知事は、（ア）に基づき提出された再編利用計画について、取組の計画の

内容が目標達成の観点から妥当と認められるときは、承認を行うものとする。

（ウ）都道府県知事は、（イ）に基づき承認した再編利用計画について、別紙様式２号に

より地方農政局長等に報告するものとする。

（エ）計画策定主体は、各年度の再編利用計画の取組状況報告書を別紙様式３号（穀類

乾燥調製貯蔵施設等再編利用（稲、麦、大豆等）の取組用）により作成の上、翌年度

の５月末までに都道府県知事に報告するものとする。

（オ）都道府県知事は、（エ）に基づく報告があった場合は、当該年度の７月末までに別

紙様式４号により地方農政局長等に報告するものとする。

（２）集出荷貯蔵施設等再編利用（野菜、果樹、花き）の取組

ア 再編利用計画の趣旨

野菜、果樹又は花きの持続的かつ安定的な供給体制の構築に取り組む地域において、

既存の集出荷貯蔵施設又は農産物処理加工施設を再編利用することにより、流通コス

トの低減、販売単価の向上、品質分析・管理機能の向上を図ることを旨とした計画と

する。

イ 再編利用計画策定主体

再編利用計画は、事業実施主体が単独又は再編対象施設の受益農業従事者若しくは新

たな受益農業従事者等と共同で策定するものとする。

ウ 再編利用計画の作成等

再編利用計画は別紙様式１号（集出荷貯蔵施設等再編利用（野菜、果樹、花き）の

取組用）により作成するものとし、再編利用計画の計画期間は３年間とする。

エ 再編利用計画の承認等

（ア）計画策定主体は、ウにより作成した再編利用計画を都道府県知事に提出するもの

とする。

（イ）都道府県知事は、（ア）により提出された再編利用計画について、取組の計画の内

容が目標達成の観点から妥当と認められるときは、承認を行うものとする。

（ウ）都道府県知事は、（イ）に基づき承認した再編利用計画について、別紙様式２号に

より地方農政局長等に報告するものとする。

（エ）計画策定主体は、各年度の再編利用計画の取組状況報告書を別紙様式３号（集出

荷貯蔵施設等再編利用（野菜、果樹、花き）の取組用）により作成の上、翌年度の５

月末までに都道府県知事に報告するものとする。

（オ）都道府県知事は、（エ）に基づく報告があった場合は、当該年度の７月末までに別

紙様式４号により地方農政局長等に報告するものとする。

（３）農産物処理加工施設等再編利用（茶）の取組

ア 再編利用計画の趣旨



茶の計画的な生産力の強化に取り組む地域において、既存の荒茶加工施設等を再編

利用することにより、効率的な施設利用体制の再構築や付加価値の高い茶の加工に適

した施設利用体制の再構築を旨とした計画とする。

イ 再編利用計画策定主体

再編利用計画策定主体は、事業実施主体が単独又は農業者の組織する団体等と共同

で策定するものとする。

ウ 再編利用計画の作成等

再編利用計画は別紙様式１号（農産物処理加工施設等再編利用（茶）の取組用）に

より作成するものとし、再編利用計画の計画期間は３年間とする。

エ 再編利用計画の承認等

（ア）再編利用計画策定主体は、ウにより作成した再編利用計画を都道府県知事に提出

するものとする。

（イ）都道府県知事は、（ア）に基づき提出された再編利用計画について、取組の計画の

内容が目標達成の観点から妥当と認められるときは、承認を行うものとする。

（ウ）都道府県知事は、（イ）に基づき承認した再編利用計画について、別紙様式２号に

より地方農政局長等に報告するものとする。

（エ）再編利用計画策定主体は、以下に掲げる項目を含めて、再編利用取組状況報告書

を別紙様式３号（農産物処理加工施設等再編利用（茶）の取組用）により作成の上、

再編利用計画の最終年度の翌年度の５月末までに都道府県知事に報告するものとす

る。

（オ）都道府県知事は、（エ）に基づく報告があった場合は、当該年度の７月末までに別

紙様式４号により地方農政局長等に報告するものとする。

（４）食肉等流通体制再編整備の取組

ア 再編合理化計画の趣旨

食肉等の流通・処理施設の再編に取り組む地域において、既存の食肉等流通処理施

設を再編合理化することにより、効率的な施設利用体制の構築や衛生的で高度な処理

体制の構築等を旨とした計画とする。

イ 再編合理化計画策定主体

再編合理化計画作成主体は、以下に掲げるいずれかとする。

（ア）事業実施主体（単独又は事業実施主体と再編対象施設の受益農業従事者若しくは

新たな受益農業従事者等と共同で策定）

（イ）事業実施主体、都道府県、再編対象施設の受益農業従事者及び新たな受益農業従

事者等により構成される協議会

ウ 再編合理化計画の作成等

再編合理化計画は別紙様式１号（食肉等流通体制再編整備の取組用）により作成す

るものとし、再編合理化計画の計画期間は３年間とする。

エ 再編合理化計画の承認等

（ア）再編合理化計画策定主体は、ウにより作成した再編合理化計画を、都道府県知事

に提出するものとする。

（イ）都道府県知事は、（ア）に基づき提出された再編合理化計画について、取組の計画

の内容が目標達成の観点から妥当と認められるときは、承認を行うものとする。

（ウ）都道府県知事は、（イ）に基づき承認した再編合理化計画について、別紙様式２号

により地方農政局長等に報告するものとする。

（エ）再編合理化計画策定主体は、再編利用取組状況報告書を別紙様式３号（食肉等流



通体制再編整備の取組用）により作成の上、再編合理化計画の最終年度の翌年度の

５月末までに都道府県知事に報告するものとする。

（オ）都道府県知事は、（エ）に基づく報告があった場合は、当該年度の７月末までに別

紙様式４号により地方農政局長等に報告するものとする。

（５）国内産糖・国内産いもでん粉工場再編合理化の取組

ア 再編合理化計画の趣旨

さとうきび、てん菜、でん粉原料用いもの持続的かつ安定的な供給体制の構築に取

り組む地域において、既存の国内産糖・国内産いもでん粉工場を再編合理化すること

により、施設利用体制や集荷体制の再構築に取り組み、製造コストの削減及び国内産

糖・国内産いもでん粉工場の安定操業を図ることを旨とした計画とする。

イ 再編合理化計画策定主体

再編合理化計画は、事業実施主体が単独又は市町村、農業者の組織する団体、公社）、

食品事業者（国内産糖又は国内産いもでん粉の製造を行う又は行おうとする者に限

る。）、事業協同組合連合会又は事業協同組合と共同で策定するものとする。計画の策

定に当たっては、関係各所と十分な調整、協議を行った上で作成するものとする。

なお、第１の５の（２）を実施する際においても、上記関係機関による十分な連携

の元で実施するものとする。

ウ 再編合理化計画の作成等

再編合理化計画は別紙様式５号（国内産糖（国内産いもでん粉）工場再編合理化の

推進用）により作成するものとし、目標年度は計画策定年度から３年度以内とする。

エ 再編合理化計画の承認等

（ア）再編合理化計画策定主体は、ウより作成した再編合理化計画を都道府県知事に提

出するものとする。

（イ）都道府県知事は、（ア）に基づき提出された再編合理化計画について、取組の計画

の内容が目標達成の観点から妥当と認められるときは、承認を行うものとする。

（ウ）都道府県知事は、（イ）に基づき承認した再編合理化計画について、別紙様式２号

により地方農政局長等に報告するものとする。

（エ）再編合理化計画策定主体は、以下に掲げる項目を含めて、再編合理化取組状況報

告書を別紙様式６号（国内産糖（国内産いもでん粉）工場再編合理化の推進用）に

より作成の上、再編合理化計画の最終年度の翌年度の５月末までに都道府県知事に

報告するものとする。

（オ）都道府県知事は、（エ）に基づく報告があった場合は、当該年度の７月末までに別

紙様式４号により地方農政局長等に報告するものとする。

（６）乳業再編等整備の取組

ア 再編合理化施計画の趣旨

国産の牛乳・乳製品の安定供給に取り組む地域において、貯乳施設の集約化や乳業

の再編・合理化を実施することにより、生乳流通コストの低減や乳業の効率化を図る

ことを旨とした計画とする。

イ 再編合理化計画の作成主体

再編合理化計画は、事業実施主体が単独又は農業者の組織する団体、公社）、乳業者、

事業協同組合、事業協同組合連合会等と共同で作成するものとする。この場合において、

事業実施主体は、関係各所と十分な調整・協議を行うものとする。

ウ 再編合理化計画の作成等

再編合理化計画は、別紙様式第５号（乳業再編等整備の取組用）により作成するも



のとし、目標年度は計画策定年度から６年度以内とする。

エ 再編合理化計画の承認等

（ア）再編合理化計画の作成主体は、ウにより作成した再編合理化計画を都道府県知事

に提出するものとする。

（イ）都道府県知事は、（ア）に基づき提出された再編合理化計画について、取組の計画

の内容が目標達成の観点から妥当と認められるときは、承認を行うものとする。

（ウ）都道府県知事は、（イ）に基づき承認した再編合理化計画について、別紙様式２号

により地方農政局長等に報告するものとする。

（エ）再編合理化計画策定主体は、以下に掲げる項目を含めて、再編合理化取組状況報

告書を別紙様式６号（乳業再編等整備の取組用）により作成の上、再編合理化計画

の最終年度の翌年度の５月末までに都道府県知事に報告するものとする。

（オ）都道府県知事は、（エ）に基づく報告があった場合は、当該年度の７月末までに別

紙様式４号により地方農政局長等に報告するものとする。





























Ⅱ 食品流通の合理化を目的とする取組

卸売市場施設整備の推進

第１ 取組の概要

１ 中央卸売市場施設整備の取組

卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「市場法」という。）第５条に定める中

央卸売市場整備計画（以下「中央卸売市場整備計画」という。）に即して計画的に

実施する施設の改良、造成又は取得（以下「整備」という。）に対し支援。

２ 卸売市場再編促進施設整備の取組

中央卸売市場から転換した地方卸売市場が実施する施設の整備や他の卸売市場と

の連携に係る共同集出荷施設の整備、廃止卸売市場における施設の撤去に対し支援。

３ 卸売市場活性化等事業の取組

（１）ＰＦＩ推進の取組

ＰＦＩ法の適用を受けて実施する卸売市場の施設の整備に対し支援。

（２）卸売市場活性化推進の取組

事業協同組合等が実施する卸売市場の機能の強化等に資する施設の整備に対し

支援。

４ 地方卸売市場施設整備の取組

地方卸売市場が地域拠点市場として取り組む他の卸売市場との統合・連携若しく

は産地・実需者との連携に必要な施設の整備又は輸出促進に向けた取組を行う卸売

市場の施設の整備に対し支援。

５ 卸売市場耐震化施設整備の取組

既存卸売市場における地震に係る災害の未然防止や被害の軽減等に必要な耐震化

のための施設の整備に対し支援。

第２ 採択要件に関する留意事項

要綱別表１のⅡの採択要件の欄の（１）の成果目標については、達成すべき成果

目標のいずれか２つまでを選択することができる。

第３ 取組の実施基準等

整備事業

１ 実施方法及び施設に関する共通基準

（１）ＰＦＩ事業の活用

中央卸売市場整備計画に基づき開設者が施設の整備を実施する場合又は地方公

共団体が事業実施主体となる地方卸売市場の施設の整備を実施する場合であっ

て、以下の要件のすべてに該当するときは、原則としてＰＦＩ事業の活用を図る

ものとする。

ア 当該施設の整備に要する工事費が１０億円以上であること。

イ 当該施設の整備が既存の建造物に併設するものでないこと。

（２）品質管理高度化施設の整備

水産物又は食肉を扱う卸売市場で、売場施設、貯蔵・保管施設、食肉関連施設



又は加工処理高度化施設を新設する場合においては、施設等について、以下の要

件を満たすものとする。市場関係事業者による単独整備を併せて実施する場合も、

同様とする。

ア 閉鎖型の構造となっており、かつ、専用の搬入・搬出口及び取扱品目に応じた

空調・換気機能を備えており、室温による品質劣化が懸念される品目がある場合

には、当該品目に応じた温度管理を行う低温区画が設けられていること。

イ 加工処理高度化施設においては、加工内容に応じた温度管理機能及び清浄度別

の区画が設けられていること。

ウ 利用規程において、次に掲げる事項が施設の内容に応じて規定されていること。

（ア）施設の取扱品目

（イ）主要な物品ごとの荷受け、陳列、保管、加工、運搬、清掃等の主要な 作業

手順及び内容に関する事項（運搬の作業手順及び内容には、当該施 設内にお

いて利用できる運搬車輌に関する事項を含む。）

（ウ）施設の設定温度と温度管理に関する事項

（エ）品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

（オ）その他必要な事項

エ 各施設は、上記に定める事項のほか、食品衛生法（昭和22年法律第233号）及

びと畜場法（昭和28年法律第114号）の基準を満たしていること。

２ 事業実施に関する共通事項

（１）整備の方針

市場法第４条に定める卸売市場整備基本方針（以下「整備基本方針」という。）

第１の２に掲げる経営戦略を確立するための経営展望（以下「経営展望」という。）

に即した整備等に努めるものとする。

（２）中央卸売市場の再編との整合

中央卸売市場整備計画位置づけられた再編措置への取組を推進することが必要

と認められる中央卸売市場（以下「再編推進市場」という。）のうち、取り組む

再編措置の内容が「検討中」とされているものについては、当該再編措置の内容

が明記されるまでの間、交付の対象外とする。

また、再編推進市場のうち、一部の部類のみが卸売市場整備基本方針に定める

再編基準に該当するものについては、中央卸売市場整備計画に取り組む再編措置

の内容が明記されるまでの間、当該取扱品目の部類に係る施設を交付の対象外と

する。

ただし、中央卸売市場の管理運営に係る施設の整備については、係る再編措置

の内容が中央卸売市場整備計画に明記されるまでの間、再編基準に該当する部類

と該当しない部類のそれぞれの取扱金額をもって、交付の対象となる経費を算定

することとする。

なお、天災等により施設が被災した場合であって、円滑な市場取引を確保する

上で速やかな施設の整備が必要と認められるときは、この限りではない。

（３）施設の整備規模

ア 施設の整備規模については、卸売市場整備基本方針に定める卸売市場施設規模

算定基準（以下「算定基準」という。）等に基づく規模（以下「必要規模」とい

う。）の算定を行い、原則として必要規模の範囲内で設定することとする。



ただし、必要規模の算定根拠を踏まえ、整備規模が必要規模を超える合理的な

理由があり、当該理由が明確にされている場合はこの限りではない。

イ 整備規模、必要規模及びその算定根拠並びに整備規模が必要規模を超える場合

の合理的な理由については、成果目標の妥当性について都道府県知事が地方農政

局長等と協議を行う際、備考欄に付記することとする。

（４）第１の取組に要する経費に係る交付対象施設及び交付率は次のとおりとする。

ア 中央卸売市場施設整備の取組

交付対象施設 交 付 率

中央卸売市場整備計画に基づいて実施する中央卸売市場の施設の整備に要 中央卸売市場整備計画に基

する経費のうち以下に係るもの づいて実施する中央卸売市

(1)新たに設置する卸売市場の施設の整備に要する経費 場の施設の整備に要する経

(2)既に設置している卸売市場の施設の増改築であって、次に掲げるす 費のうち既に設置している

べての条件に該当するもの(以下｢大規模増改築｣という｡)に要す 卸売市場の施設の増改築で

る経費 あって大規模増改築以外に

ｱ 売場施設､貯蔵･保管施設､駐車施設及び構内舗装(以下｢売場 要するもの

施設等｣という｡)を主体とした増改築であること｡

イ 当該増改築に係る売場施設等の工事量が､当該増改築を着手した

日の属する年度の前年度末における売場施設等の建築延べ面積(売

場施設等が2階部分以上にわたるものであるときは､当該2階部分

以上についての延べ床面積を加えるものとする｡)の2分の1以上

又は20,000平方ﾒ-ﾄﾙ以上に相当するものとなるものであ

ること｡

ｳ 当該増改築を着手した日の属する年度以降､事業実施計画に即し

た事業内容につき継続的に実施するものであること｡

以下の卸売市場に係るもの 左記以外の卸売市場に係るもの

(1)統合を目的として整備を実施

する卸売市場

(2)連携を目的として整備を実施

する卸売市場

(3)食肉を主たる取扱品目とする

卸売市場

売場施設（大規模に温度管理機能を付与するものであって、取扱物品 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

の品質管理高度化を図るもの）

（大規模に温度管理機能を付与するもの） ４／１０以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

貯蔵・保管施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

管理の高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

駐車施設（大規模市場におけるもの） ４／１０以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 －



構内舗装 １／３以内 １／３以内 １／３以内

搬送施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

衛生施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

食肉関連施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

理の高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

情報処理施設（大規模市場におけるもの） ４／１０以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

市場管理センター １／３以内 １／３以内 －

防災施設 １／３以内 １／３以内 １／３以内

加工処理高度化施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

選果・選別施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内

総合食品センター機能付加施設 １／３以内 １／３以内 －

附帯施設 １／３以内 １／３以内 －

上記施設の施設内容に準ずる施設 １／３以内 １／３以内 １／３以内

イ 卸売市場再編促進施設整備の取組

（ア）地方卸売市場への転換に係る取組

交付対象施設 交 付 率

都道府県卸売市場整備計画に地域拠点市場として位置づけられた又は位置づけられることが確実と認めら

れる地方卸売市場の施設の整備に要する経費

中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場から転 中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場から転

換した地方卸売市場において実施する施設の整備に 換した地方卸売市場において実施する施設の整備に

要する経費のうち以下に係るもの 要する経費のうち既に設置している卸売市場の施設

(1)新たに設置する卸売市場の施設の整備に要す の増改築であって大規模増改築以外に要する経費に

る経費 係るもの

(2)既に設置している卸売市場の施設の増改築で

あって、大規模増改築に要する経費

売場施設（大規模に温度管理機能を付与するものであって、取扱 ４／１０以内 ４／１０以内

物品の品質管理の高度化を図るもの）

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内

貯蔵・保管施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の ４／１０以内 １／３以内

品質管理の高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内



駐車施設 １／３以内 －

構内舗装 １／３以内 １／３以内

搬送施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管 ４／１０以内 １／３以内

理の高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内

衛生施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管 ４／１０以内 １／３以内

理の高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内

食肉関連施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品 ４／１０以内 １／３以内

質管理の高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内

情報処理施設 １／３以内 １／３以内

市場管理センター １／３以内 －

防災施設 １／３以内 １／３以内

加工処理高度化施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内

選果・選別施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内

総合食品センター機能付加施設 １／３以内 －

附帯施設 １／３以内 －

上記施設の施設内容に準ずる施設 １／３以内 －

（イ）他の卸売市場との連携に係る取組

交付対象施設 交 付 率

共同集出荷施設 中央卸売市場整備計画において他の卸売市場との連携を図るとされた中央卸売市場の取扱数量の増加に資

する共同集出荷施設の整備に要する経費 １／３以内

（ウ）廃止に係る取組

交付対象経費 交 付 率

施設の撤去費から廃材等の売却益を減じた実

質撤去費(施設撤去後の用地造成等に要する １／３以内

経費は交付の対象外)

ウ 卸売市場活性化等事業の取組

（ア）ＰＦＩ推進の取組

交付対象施設 交 付 率



中央卸売市場 地方卸売市場

中央卸売市場整備計画に基づいて 中央卸売市場 都道府県卸売市場整備計画に地域拠点市場と

実施する中央卸売市場の施設の整 整備計画に基 して位置づけられた又は位置づけられること

備に要する経費のうち以下に係る づいて行う中 が確実と認められる地方公共団体が開設する

もの 央卸売市場の 地方卸売市場の施設の整備に要する経費

(1)新たに設置する卸売市場の 施設の整備に 他の地方卸売 他の卸売市場 産地・実需者

施設の整備に要する経費 要する経費の 市場と統合を と連携した集 と連携した集

(2)既に設置している卸売市場 うち既に設置 行う地方卸売 荷･販売活動 荷･販売活動

の施設の増改築であって、大 している卸売 市場 を行う地方卸 を行う地方卸

規模増改築に要する経費 市場の施設の 売市場 売市場

以下の卸売市場 左記以外の卸売 増改築であっ

に係るもの 市場に係るもの て大規模増改

(1)統合を目 築以外に要す

的として整備 る経費に係る

を実施する卸 もの

売市場

(2)連携を目

的として整備

を実施する卸

売市場

(3)食肉を主

たる取扱品目

とする卸売市

場

売場施設（大規模に温度管理機能を付与するものであって、取扱物品の品質 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

管理の高度化を図るもの）

（大規模に温度管理機能を付与するもの） ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

貯蔵・保管施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

高度化を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

駐車施設（大規模市場におけるもの） ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 － －

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 － １／３以内 － －

構内舗装 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

搬送施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の高度化 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

衛生施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の高度化 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

を図るもの）

（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

食肉関連施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の高 ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 － － －

度化を図るもの）



（上記以外の高度化・強化を図るもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 － － －

情報処理施設（大規模市場におけるもの） ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

市場管理センター １／３以内 １／３以内 － － － －

防災施設 １／３以内 １／３以内 １／３以内 － － －

加工処理高度化施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

選果・選別施設施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 ４／１０以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内 １／３以内

総合食品センター機能付加施設 １／３以内 １／３以内 － － － －

附帯施設 １／３以内 １／３以内 － １／３以内 － －

上記施設の施設内容に準ずる施設 １／３以内 １／３以内 １／３以内 － － －

（イ）卸売市場活性化推進の取組

交付対象施設 交 付 率

事業協同組合等が実施する卸売市場の施設の整備に要する経費

区分 中央卸売市場 地方卸売市場

売場施設 市 １／３以内 １／３以内

場

貯蔵・保管施設(高度化・強化を図るもの) 機 １／３以内 １／３以内

能

搬送施設（高度化・強化を図るもの） 強 １／３以内 １／３以内

食肉関連施設 化 １／３以内 －

情報処理施設 の １／３以内 １／３以内

加工処理高度化施設 取 １／３以内 １／３以内

選果・選別施設 組 １／３以内 １／３以内

売場施設（大規模に温度管理機能を付与するものであって、取扱物品の品 ４／１０以内 １／３以内

質管理の高度化を図るもの）

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内

貯蔵・保管施設(高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理 ４／１０以内 １／３以内

の高度化を図るもの) 統

（上記以外の高度化・強化を図るもの） 合 １／３以内 １／３以内

搬送施設（高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の高度 ・ ４／１０以内 １／３以内

化を図るもの） 大

（上記以外の高度化・強化を図るもの） 型 １／３以内 １／３以内

食肉関連施設(高度化・強化を図るものであって、取扱物品の品質管理の 化 ４／１０以内 －

高度化を図るもの) の

（上記以外の高度化・強化を図るもの） 取 １／３以内 －

情報処理施設 組 １／３以内 １／３以内

加工処理高度化施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内



選果・選別施設（取扱物品の品質管理の高度化を図るもの） ４／１０以内 １／３以内

（上記以外のもの） １／３以内 １／３以内

注）大型化の取組以外は上屋の整備は交付の対象外

エ 地方卸売市場施設整備の取組

交付対象施設 交 付 率

都道府県卸売市場整備計画に地域拠点市場として位置づけられた又は位置づけられることが確実と認められ、かつ、地域拠点市場の

目標取扱数量（青果物15千トン以上、水産物７千トン以上、花き２千万本相当以上）を現に有している地方卸売市場の施設の整備に

要する経費

他の地方卸売市場と統合を行う 他の卸売市場と連携した集荷・ 産地・実需者と連携した集荷･ 輸出促進に向けた取組を行う地

地方卸売市場 販売活動を行う地方卸売市場 販売活動を行う地方卸売市場 方卸売市場

売場施設 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

貯蔵・保管施設（高度化・強化を図 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

るもの）

駐車施設※ 1/3以内 - - -

構内舗装 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

搬送施設（高度化・強化を図るもの） 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

衛生施設（高度化・強化を図るもの） 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

情報処理施設 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

加工処理高度化施設 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

選果・選別施設 1/3以内 1/3以内 1/3以内 1/3以内

附帯施設※ 1/3以内 - - -

※地方卸売市場の新設の場合に限

る。

オ 卸売市場耐震化施設整備の取組

交付対象施設 交付率

都道府県卸売市場整備計画に地域拠点

中央卸売市場 市場として位置づけられた又は位置づ

けられることが確実と認められる地方

卸売市場の施設の整備に要する経費

売場施設 1/3以内 1/3以内

貯蔵・保管施設 1/3以内 1/3以内

駐車施設 1/3以内 1/3以内

搬送施設 1/3以内 1/3以内

衛生施設 1/3以内 1/3以内

食肉関連施設 1/3以内 -

情報処理施設 1/3以内 1/3以内



市場管理センター 1/3以内 1/3以内

加工処理高度化施設 1/3以内 1/3以内

選果・選別施設 1/3以内 1/3以内

総合食品センター機能付加施設 1/3以内 -

附帯施設 1/3以内 -

上記施設の内容に準ずる施設 1/3以内 -

（５）交付対象施設の施設内容は次のとおりとする。

交付対象施設 施 設 内 容

売場施設 卸売場施設、仲卸売場施設及び買荷保管・積込所施設

貯蔵・保管施設 倉庫施設及び冷蔵庫施設

うち高度化・強 （多温度管理、自動化機能等高度化を図るもの）

化を図るもの 低温倉庫施設、多温度管理型の冷蔵庫施設、高度な鮮度保持機能等

を有する冷蔵庫施設、コンピューターによる入出庫管理機能等を有

する倉庫施設又は冷蔵庫施設及び他の施設（売場施設、駐車施設、

搬送施設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理施設、市場管理セン

ター、防災施設、加工処理高度化施設、総合食品センター機能付加

施設又は上記施設の施設内容に準ずる施設）と複合的な構造となっ

ている倉庫施設又は冷蔵庫施設

うち取扱物品 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年5月8

の品質管理の 日法律第59号。以下「HACCP支援法」という。）に基づく支援の対象

高度化を図る とされた（支援の対象となることが確実であると認められる場合を

もの 含む。）第２条第２項に規定する「製造過程の管理の高度化」を図る

ための施設又はこれに準ずる施設、HACCP支援法第２条第３項に規定

する「高度化基盤整備」に係る施設又はこれに準ずる施設、及び同

様の取組に対して行われる、総合衛生管理製造過程承認制度に基づ

く認証やISO認証などの第三者による認証（認証が行われることが確

実であると認められる場合を含む。）に係る施設

駐車施設 駐車場

構内舗装 ※ 駐車施設等（駐車施設のほか、売場施設、貯蔵・保管施設、搬送施

設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理施設、市場管理センター、

防災施設、加工処理高度化施設、総合食品センター機能付加施設又

は上記施設の施設内容に準ずる施設）と一体的に行う舗装（門、柵、

塀以外の基盤整備を含む。）



搬送施設 輸送、搬送のために必要な施設

うち高度化・強 （場内物流効率化システム）

化を図るもの 自動荷さばき施設、自動搬送施設その他の搬送機能の高度化に資す

る施設

うち取扱物品 HACCP支援法に基づく支援の対象とされた（支援の対象となることが

の品質管理の 確実であると認められる場合を含む。）第２条第２項に規定する「製

高度化を図る 造過程の管理の高度化」を図るための施設又はこれに準ずる施設、H

もの ACCP支援法第２条第３項に規定する「高度化基盤整備」に係る施設

又はこれに準ずる施設、及び同様の取組に対して行われる、総合衛

生管理製造過程承認制度に基づく認証やISO認証などの第三者による

認証（認証が行われることが確実であると認められる場合を含む。）

に係る施設

衛生施設 じんあい、汚水等の廃棄物の処理等に必要な施設

うち高度化・強 （環境保全・衛生管理強化施設）

化を図るもの リサイクル処理施設、微生物処理施設その他の環境保全・衛生管理

についての機能強化に資する施設

うち取扱物品 HACCP支援法に基づく支援の対象とされた（支援の対象となることが

の品質管理の 確実であると認められる場合を含む。）第２条第２項に規定する「製

高度化を図る 造過程の管理の高度化」を図るための施設又はこれに準ずる施設、H

もの ACCP支援法第２条第３項に規定する「高度化基盤整備」に係る施設

又はこれに準ずる施設、及び同様の取組に対して行われる、総合衛

生管理製造過程承認制度に基づく認証やISO認証などの第三者による

認証（認証が行われることが確実であると認められる場合を含む。）

に係る施設

食肉関連施設 （７）に定める施設であってと畜場法第４条第１項の規定により都

道府県知事が設置を許可し、又は許可する見込みのある施設に係る

もの

うち高度化・強 （食肉等衛生管理強化施設）

化を図るもの （７）のキ並びにケのうち、洗浄又は消毒に必要な設備及び給湯設

備並びに同アからケのうち、と畜場法施行規則（昭和２８年厚生省

令第４４号）別表第一に掲げる部分等の焼却に必要な設備、と畜場

法施行規則別表第一に掲げる部分による枝肉及び食用に供する内臓

の汚染を防止するための設備並びに可食内臓等の区分管理のための

収納設備



うち取扱物品 HACCP支援法に基づく支援の対象とされた（支援の対象となることが

の品質管理の 確実であると認められる場合を含む。）第２条第２項に規定する「製

高度化を図る 造過程の管理の高度化」を図るための施設又はこれに準ずる施設、H

もの ACCP支援法第２条第３項に規定する「高度化基盤整備」に係る施設

又はこれに準ずる施設、及び同様の取組に対して行われる、総合衛

生管理製造過程承認制度に基づく認証やISO認証などの第三者による

認証（認証が行われることが確実であると認められる場合を含む。）

に係る施設

情報処理施設 ＬＡＮ幹線、サーバ、クライアント、アダプタ等情報ネットワーク

通信基盤システム並びに同システムに接続されるせり機械設備及び

入荷量等表示設備

うち交付の対象 ネットワーク通信システムに接続されないせり機械設備及び入荷量

外のもの 等表示設備

市場管理センター 管理事務、業者事務について、次のアからウに掲げるいずれかの機

能強化に資する施設

ア 場内ＬＡＮ、危機管理システムの整備等インテリジェント化

に対応していること

イ 料理教室、見学者コーナー等一般市民に開放するための展示

・見学施設、研修施設等利用高度化に対応していること

ウ 省エネルギーシステム、食品品質管理システム、省力システ

ム、労働環境の改善等高機能化されていること

うち交付の対象 保健医療関係以外の福利厚生施設

外のもの

防災施設 防火、消火等災害を防止するための火災報知器、感知器、消火栓、

スプリンクラー、消防署への直接連絡システム、避雷針等防災機能

に資するための施設

加工処理高度化施 小分け処理施設、包装処理施設等加工処理を高度に行うことによっ

設 て小売支援機能が付与される施設

うち取扱物品の HACCP支援法に基づく支援の対象とされた（支援の対象となることが

品質管理の高度 確実であると認められる場合を含む。）第２条第２項に規定する「製

化を図るもの 造過程の管理の高度化」を図るための施設又はこれに準ずる施設、H

ACCP支援法第２条第３項に規定する「高度化基盤整備」に係る施設

又はこれに準ずる施設、及び同様の取組に対して行われる、総合衛

生管理製造過程承認制度に基づく認証やISO認証などの第三者による

認証（認証が行われることが確実であると認められる場合を含む。）



に係る施設

選果・選別施設 産地と連携した取扱物品の選果・選別等の集荷機能の高度化・強化

を図るために必要な施設

うち取扱物品の HACCP支援法に基づく支援の対象とされた（支援の対象となることが

品質管理の高度 確実であると認められる場合を含む。）第２条第２項に規定する「製

化を図るもの 造過程の管理の高度化」を図るための施設又はこれに準ずる施設、H

ACCP支援法第２条第３項に規定する「高度化基盤整備」に係る施設

又はこれに準ずる施設、及び同様の取組に対して行われる、総合衛

生管理製造過程承認制度に基づく認証やISO認証などの第三者による

認証（認証が行われることが確実であると認められる場合を含む。）

に係る施設

総合食品センター その存在により市場機能の充実・便益の提供等が図られ、卸売市場

機能付加施設 としての付加価値の向上、総合食品センター機能の強化に資するこ

ととなる関連事業施設

附帯施設 他の施設（売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、搬送施設、衛生

施設、食肉関連施設、情報処理施設、市場管理センター、防災施設、

加工処理高度化施設、総合食品センター機能付加施設又は上記施設

の施設内容に準ずる施設）と一体整備する電気通信設備、給排水設

備、冷暖房設備及びガス設備（電気通信設備、給排水設備、冷暖房

設備及びガス設備に係る工作物を独立して整備する場合を含む。）

上記施設の施設内 交付対象施設の欄の上記の施設に掲げる施設内容に準ずる施設であ

容に準ずる施設 って、市場機能の向上を図る上で特に必要であると都道府県知事が

認める施設

共同集出荷施設 卸売市場の用地外に整備する共同で集出荷を行うための施設

（注）※へこみ等の補修は交付の対象外とする。

（６）上限建築単価

下表に掲げる施設にあっては、上限建築単価を超える部分について、交付の対

象外とする。

ただし、下表は建物部分に限るものとし、売場施設、貯蔵・保管施設、加工処

理高度化施設及び選果・選別施設に係る防熱工事並びに機械設備、駐場施設、構

内舗装、搬送施設、衛生施設、食肉関連施設（中央卸売市場に限る。）、情報処理

施設、防災施設、附帯施設については、個々に積算することができるものとする。

上限建築単価



施設区分 構 造

一般地域 多雪地域 沖縄地域

売場施設 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡

貯蔵･保管施設(倉庫施設) 鉄骨構造(平屋) 100,000 110,000 110,000

駐車施設 鉄骨構造(重層) 117,000 128,000 128,000

市場管理ｾﾝﾀｰ 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造(平屋) 111,000 111,000 122,000

加工処理高度化施設 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造(屋上駐車場) 122,000 122,000 134,000

選果・選別施設 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造(重層) 179,000 179,000 197,000

総合食品ｾﾝﾀｰ機能付加施設

上記施設の施設内容に準ずる施設

共同集出荷施設

貯蔵・保管施設(冷蔵庫施設) 鉄骨構造 141,000 154,000 154,000

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ構造 167,000 167,000 184,000

（注）多雪地域とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第86条第３項

の規定により特定行政庁が定める垂直最深積雪量が１ｍ以上の地域、沖縄地

域とは沖縄県、一般地域とは多雪地域及び沖縄地域以外の地域をいう。

（７）食肉関連施設

食肉関連施設として定めるものは、既に設置されている食肉中央卸売市場に併

設すると畜場に係るものであって次に掲げるものとする。

ア 係留所

イ 生体検査所及び検査用機械器具

ウ 処理室及び処理設備

エ 検査室及び検査用機械器具

オ 消毒所、隔離所

カ 汚物処理設備

キ 冷蔵室及び冷却冷蔵設備

ク 作業員室

ケ と場に係る電気通信等附帯設備

（８）施設に係る工作物

衛生施設、防災施設及び附帯施設に含まれる工作物（以下「衛生施設等」とい

う。）については、売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設（立体駐車場及び地下

駐車場）、市場管理センター、加工処理高度化施設、選果・選別施設及び総合食

品センター機能付加施設と一体的に整備する場合には、それぞれ当該施設に含め

て取り扱うものとし、当該衛生施設等の交付対象施設は、交付対象施設ごとの建

築延べ面積（２階以上に渡るものであるときは、２階以上の部分についての延べ

床面積を加えるものをいう。）を比較して、最大の施設とする。

（９）大規模増改築

ア 大規模増改築に係る搬送施設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理施設、市場



管理センター、防災施設、加工処理高度化施設、選果・選別施設、総合食品セン

ター機能付加施設、附帯施設又は上記施設の施設内容に準ずる施設については、

売場施設等の工事と工程上一体として、或いは、機能上併行して行わなければな

らない施設とする。

イ 大規模増改築に係る交付率の適用は、原則として当該大規模増改築に着手した

年度以降市場法第１１条第１項による変更認可を受ける年度までとする。

（10）大規模に温度管理機能を付与するもの（（４）の表のア、イの（ア）又はウの

交付対象施設の欄の大規模に温度管理機能を付与するものをいう。）

取扱品目の部類及び売場施設の内容ごとに、床面積（２階部分以上に渡るもの

であるときは延べ床面積）の１割以上の規模について温度管理機能が付与された

施設の改良、造成若しくは取得若しくは整備、又は既に設置されている施設に新

たに床面積の１割以上の規模について温度管理機能を付与するための改良若しく

は整備とする。

（11）大規模市場におけるもの（（４）の表のア及びウの（ア）の交付対象施設の欄

の大規模市場におけるものをいう。）

大型産地からの荷を大量に受け、周辺の中小規模の卸売市場とネットワークを

構築し、効率的な流通の役割を担い、前年以前３カ年の取扱数量の実績の平均並

びに前年及び当年における開設区域外出荷割合（推計値含む）が、次の基準に該

当する中央卸売市場における施設の整備とする。

ア 青果物にあっては、取扱数量が290,000トン以上で開設区域外への出荷割合が4

0％以上、又は、取扱数量が150,000トン以上で開設区域外への出荷割合が55％

以上

イ 水産物にあっては、取扱数量が140,000トン以上で開設区域外出荷割合が50％

以上、又は、取扱数量が55,000トン以上で開設区域外出荷割合が65％以上

（12）施設の整備

ア 施設の取得は、卸売市場の整備を図る上から効率的で必要かつやむを得ない場

合とする。

イ 取得の対象となる施設は、取得後においても相当期間使用可能な施設とする。

（13）実施設計費の配分方法等

実施設計の交付対象施設ごとの配分方法等については、次のとおりとする。

ア 実施設計費については、交付対象施設ごとの工事費の比率により配分するもの

とする。

イ 工事施工に係る設計監理、監督料については、アと同様の取扱いとするものと

する。

ウ 設計委託以外の各種調査委託費については、原則としてアに準じた取扱いとす

るものとする。

エ 帰属する施設区分が明らかなものについては、該当する施設区分に含めるもの

とする。

（14）本対策により施設を整備する場合にあっては、天災等により被災した際に損失

を補填し、円滑な施設の補修及び再取得が可能となるよう、国の共済制度（国の

共済制度に加入できない場合にあっては、民間の建物共済や損害補償保険等（天

災等に対する補償を必須とする。））に確実に加入するものとする。



３ 個別事項

（１）中央卸売市場施設整備の取組

ア 事業実施主体

市場法第８条第１号若しくは第２号に該当する地方公共団体又は中央卸売市場

を開設している地方公共団体（以下「中央卸売市場の開設者」という。）

イ 事業の要件

中央卸売市場整備計画に基づき、かつ、経営展望（策定することが確実と認め

られる場合を含む。）に即して実施する施設の整備であること。

（２）卸売市場再編促進施設整備の取組

ア 地方卸売市場への転換に係る取組

（ア）事業実施主体

中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場から転換した地方卸売市場の開

設者であり、次に掲げる者

ａ 地方公共団体

ｂ 地方公共団体が主たる出資者となっている法人（以下「第３セクター」とい

う。）

ｃ 当該地方卸売市場の関係事業者で構成する団体であって、中小企業等協同組

合法の規定に基づき設立された事業協同組合若しくは協同組合連合会

（イ）事業の要件

ａ 都道府県卸売市場整備計画に地域拠点市場として位置づけられた又は位置づ

けられることが確実と認められる地方卸売市場が、経営展望（策定することが

確実と認められる場合を含む。）に即して実施する施設の整備であること。

ｂ 地方卸売市場へ転換した年度を含む３年以内に着工する施設の整備であるこ

と。

ただし、平成25年度までに地方卸売市場に転換した場合にあっては５年以内

に実施する施設の整備とし、平成26年度に地方卸売市場に転換した場合にあっ

ては４年以内に実施する施設の整備とする。

ｃ 地方卸売市場への転換に伴い他の卸売市場と統合する場合にあっては、当該

転換前の取扱品目の部類に係る施設の整備であること。

イ 他の卸売市場との連携に係る取組

（ア）事業実施主体

中央卸売市場整備計画において他の卸売市場との連携を図るとされた中央卸

売市場の卸売業者を含む卸売市場の卸売業者又は仲卸業者で構成する団体であ

って、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合又は協同

組合連合会

（イ）事業の要件

ａ 中央卸売市場整備計画において他の卸売市場との連携を図るとされた中央卸

売市場の取扱数量の増加に資する共同集出荷施設の整備であること。

ｂ 事業協同組合又は協同組合連合会の構成員による集荷又は販売の共同化に係

る契約が締結され、取扱数量の増加の見込み等を含む事業計画を有しているこ

と。



ｃ 共同集出荷施設の整備が中央卸売市場整備計画において他の卸売市場との連

携を図るとされた中央卸売市場の開設区域内で実施されること。

ウ 廃止に係る取組

（ア）事業実施主体

中央卸売市場整備計画において廃止するとされた中央卸売市場の開設者

（イ）事業の要件

ａ 廃止する中央卸売市場の開設者が他に開場する中央卸売市場（廃止する中央

卸売市場と同一の取扱品目の部類をもつ中央卸売市場に限る。）と統合するこ

とにより、廃止する当該施設を撤去するものであること。

ｂ 廃止する中央卸売市場の市場関係事業者を受け入れるための、受け皿となる

中央卸売市場における施設の整備に交付金の交付が行われるものでないこと。

ｃ 施設を撤去した後の当該用地を引き続き行政財産として公共の用に供する計

画があること。

（３）卸売市場活性化等事業の取組

ア ＰＦＩ推進の取組

（ア）事業実施主体

ＰＦＩ法第６条に基づき選定された特定事業を実施する選定事業者

（イ）事業の要件

ａ 中央卸売市場整備計画に即して施設整備を実施する中央卸売市場又は都道府

県卸売市場整備計画に地域拠点市場として位置づけられた若しくは位置づけら

れることが確実と認められる地方公共団体が開設する地方卸売市場において、

ＰＦＩ法第５条に基づく実施方針を定め、かつ、経営展望（策定することが確

実と認められる場合を含む。）に即して事業を実施するものであること。

ｂ ＰＦＩ法第10条第１項に基づく事業計画又は協定等を踏まえ、当該事業の適

正かつ確実な実施の確保が見込まれること。

ｃ 当該事業の実施に係る資金の確保が確実と見込まれること。

ｄ 他の地方卸売市場と統合を行う地方卸売市場にあっては、都道府県卸売市場

整備計画に即し、取扱数量の増加に資する施設の整備を実施するものであるこ

と。

ｅ 他の卸売市場と連携した集荷・販売活動を行う地方卸売市場にあっては、次

に掲げる要件に合致するものであること。

（ａ）取扱数量の増加に資する売場施設又は貯蔵・保管施設のいずれかの整備を

実施するものであること。

（ｂ）集荷又は販売の共同化に係る契約が締結され又は締結されることが確実と

見込まれ、取扱数量の増加の見込み等を含む事業計画を有するものであるこ

と。

（ｃ）集荷又は販売の共同化を図る他の卸売市場と同じ部類を有していること

（ｄ）次に掲げるいずれかの要件に合致するものであること。

ⅰ 整備を実施する売場施設又は貯蔵・保管施設が算定基準に照らし狭隘の度

合いが著しいと認められること。

ⅱ 整備を実施する売場施設又は貯蔵・保管施設が消費者の鮮度保持志向に対

応するものと認められること。



ｆ 産地・実需者と連携した集荷・販売活動を行う地方卸売市場にあっては、次

に掲げる要件に合致するものであること。

（ａ）取扱数量の増加に資する加工処理高度化施設又は選果・選別施設のいずれ

かの整備を実施するものであること。

（ｂ）集荷若しくは販売の共同化に係る契約が締結され又は締結されることが確

実と見込まれ、取扱数量の増加の見込み等を含む事業計画を有するものであ

ること。

（ｃ）次に掲げるいずれかの要件に合致するものであること。

ⅰ 整備を実施する加工処理高度化施設又は選果・選別施設が算定基準に照ら

し狭隘の度合いが著しいと認められること。

ⅱ 整備を実施する加工処理高度化施設又は選果・選別施設が産地・実需者の

要望を満たす施設であること。

（ウ）指導及び助言

地方公共団体は、事業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対

し、必要な指導及び助言を行うものとする。

なお、地方公共団体とは、中央卸売市場にあっては開設者、地方卸売市場に

あっては都道府県とする。

（エ）施設の管理運営

地方公共団体は、この事業により整備を実施した施設について、ＰＦＩ法に

基づく基本方針等を踏まえ、事業の目的に照らして、適正かつ効率的な管理運

営の確保を図るものとする。

イ 卸売市場活性化推進の取組

（ア）事業実施主体

ａ 中央卸売市場又は地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連

事業者で構成する団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立さ

れた事業協同組合又は協同組合連合会

ｂ ａに掲げる法人が主たる出資者又は出えん者となっている法人（ａに掲げる

法人を除く。）

ｃ 特認団体（ａ又はｂに掲げる者以外の者であって、共同利用施設の導入等に

より卸売市場の機能の高度化・活性化が図られるものとして、地方農政局長等

が特に適当と認める者をいう。）

（イ）事業の要件

ａ 施設の整備が、整備基本方針等に照らして妥当なものであり、かつ、適切な

規模及び機能を有するものであること。

ｂ 当該施設の設置後の管理運営が適正かつ効率的に行われると見込まれるこ

と。

ｃ 当該施設の設置に係る資金の確保が確実と認められること。

ｄ 次に掲げるいずれかの取組を行う中央卸売市場又は地方卸売市場であるこ

と。

（ａ）市場機能強化の取組

市場機能強化を目的として中央卸売市場又は一定規模以上の地方卸売市場

（以下「特定地方卸売市場」という。）において実施する施設の整備である



こと。

なお、一定規模とは、卸売市場法施行令（昭和46年政令第221号）第２条

に定める規模の３倍（食肉は２倍）とする（以下同じ。）。

（ｂ）統合の取組

統合を目的として新設等を行う中央卸売市場又は新設を行う特定地方卸売

市場において施設の整備を実施するものであること。

（ｃ）大型化の取組

特定地方卸売市場であって、大型化を目的として３市場以上を統合する市

場又は新たな品目を追加して総合市場として実施する施設の整備であるこ

と。

ｅ 次に掲げる施設の整備であること。

（ａ）コンピューター制御による温度管理機能等を持つ施設（例えば、商品形態

の多様化、産地における予冷化又は消費者等の鮮度保持志向に対応する低温

流通システム確立等に資する施設（温度管理付き小規模低温卸売場、温度管

理機能装備仲卸売場、水温管理付き活魚保管槽、定温・低温管理付き倉庫、

高品質維持冷蔵庫））

（ｂ）コンピューター制御による自動搬入・搬出、自動前処理・包装等の施設（例

えば、作業環境の改善、労働力の確保又は配送コスト等の削減に対応する物

流の共同化、一元化又は省力化に資する施設（自動ピッキング倉庫、多機能

装備せり機械設備、自動搬送機、自動荷捌機、自動計量選別機、加工機械、

自動包装機））

（ｃ）仕入れ・販売管理、需給情報サービス等システムの確立のための施設（例

えば、需給情報の的確な把握・活用又は市場業務の効率化若しくは迅速化に

資する施設（多機能装備入荷数量等表示設備、情報処理施設））

（ｄ）（ａ）から（ｃ）までに準ずる施設であって、卸売市場の既存の施設外に

市場施設の一環として設置される施設（例えば、卸売市場の既存施設外に市

場施設の一環として設置される保管・配送、流通加工等の業務の円滑な運営

に資する施設（多温度管理型冷蔵庫、保冷倉庫、立体自動保管庫、自動倉庫、

加工機械、自動包装機、自動ラベル貼付機、低温買荷保管施設、自動搬送機、

自動荷捌機、低温積込施設、共同低温配送施設））

ｆ ｄの（ｃ）にあっては、次に掲げる要件を満たす上屋及び構内舗装の整備が

実施できるものとする。

（ａ）既存の上屋に複数のｅの施設を導入することが真に困難であること。

（ｂ）ｅの施設を収容し、機能させるために必要最小限のものであること。

（ｃ）ｅの施設の価額・価値とバランスが取れたものであること。

ｇ 原則として耐用年数がおおむね５年以上の施設の整備であること。

ｈ 工事の請負は、原則として競争入札に付して行うものであること。

ｉ 交付対象経費は、原則として当該卸売市場の開設者（地方公共団体以外の開

設者にあっては都道府県又は市町村）において使用されている単価等を基準と

して、当該地域の実情に即した現地実勢価格により算出するものであること。

（ウ）指導及び助言

地方公共団体は、事業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対



し、必要な指導及び助言を行うものとする。

ただし、地方公共団体とは、中央卸売市場にあっては開設者、地方卸売市場

にあっては都道府県とする。

（エ）施設の管理運営

ａ この事業により整備を実施した施設の管理運営は、事業実施主体が行うもの

とする。

ｂ 事業実施主体は、この事業により設置した施設の管理運営規程を定め、事業

の目的に照らして適正かつ効率的に当該施設の管理運営を行うものとする。

ｃ 事業実施主体は、ｂの管理運営規程を定め、又は変更しようとするときは、

中央卸売市場に係るものにあっては当該市場の開設者、地方卸売市場に係るも

のにあっては都道府県知事の承認を受けるものとる。

（４）地方卸売市場施設整備の取組

ア 他の地方卸売市場との統合に係る取組

（ア）事業実施主体

市場法第55条の開設許可を受けた又は受けることが確実と認められる地方卸

売市場の開設者であって、次に掲げる者

ａ 地方公共団体

ｂ 第３セクター

ｃ 地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者で構成する

団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合

又は協同組合連合会

ｄ 法人（ａ、ｂ及びｃを除く。）

（イ）事業の要件

ａ 都道府県卸売市場整備計画に他の地方卸売市場と統合を行う地域拠点市場と

して位置づけられた又は位置づけられることが確実と認められる地方卸売市場

が、経営展望（策定することが確実と認められる場合を含む。）に即して実施

する施設の整備であること。

ｂ 地域拠点市場の取扱数量の増加に資する施設の整備を実施するものであるこ

と。

ｃ 地域拠点市場の目標取扱数量（青果物15千トン以上、水産物７千トン以上、

花き２千万本相当以上。以下「目標取扱数量」という。）を現に有しているこ

と。ただし、平成28年度までに都道府県により採択された事業については、こ

の限りでない。

（ウ）都道府県の指導及び監督

都道府県は、事業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対し必

要な指導及び監督を行うものとする。

イ 他の卸売市場と連携した集荷・販売活動に係る取組

（ア）事業実施主体

市場法第55条の開設許可を受けた又は受けることが確実と認められる地方卸

売市場の開設者であって、次に掲げる者

ａ 地方公共団体

ｂ 第３セクター



ｃ 法人（ａ及びｂを除く。）

（イ）事業の要件

ａ 都道府県卸売市場整備計画に他の卸売市場と連携した集荷・販売活動を行う

地域拠点市場として位置づけられた又は位置づけられることが確実と認められ

る地方卸売市場が、経営展望（策定することが確実と認められる場合を含む。）

に即して実施する施設の整備であること。

ｂ 取扱数量の増加に資する売場施設又は貯蔵・保管施設のいずれかの整備を実

施するものであること。

ｃ 集荷又は販売の共同化に係る契約が締結され又は締結されることが確実と見

込まれ、取扱数量の増加の見込み等を含む事業計画を有するものであること。

ｄ 集荷又は販売の共同化を図る他の卸売市場と同じ部類を有していること。

ｅ 次に掲げるいずれかの要件に合致するものであること。

（ａ）整備を実施する売場施設又は貯蔵・保管施設が算定基準に照らし狭隘の度

合いが著しいと認められること。

（ｂ）整備を実施する売場施設又は貯蔵・保管施設が消費者の鮮度保持志向に対

応するものと認められること。

ｆ 目標取扱数量を現に有していること。ただし、平成28年度までに都道府県に

より採択された事業については、この限りでない。

（ウ）都道府県の指導及び監督

都道府県は、事業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対し必

要な指導及び監督を行うものとする。

ウ 産地・実需者と連携した集荷・販売活動に係る取組

（ア）事業実施主体

市場法第55条の開設許可を受けた又は受けることが確実と認められる地方卸

売市場の開設者であって、次に掲げる者

ａ 地方公共団体

ｂ 第３セクター

ｃ 法人（ａ及びｂを除く。）

（イ）事業の要件

ａ 都道府県卸売市場整備計画に産地・実需者と連携した集荷・販売活動を行う

地域拠点市場として位置づけられた又は位置づけられることが確実と認められ

る地方卸売市場が、経営展望（策定することが確実と認められる場合を含む。）

に即して実施する施設の整備であること。

ｂ 取扱数量の増加に資する加工処理高度化施設又は選果・選別施設のいずれか

の整備を実施するものであること。

ｃ 集荷若しくは販売の共同化に係る契約が締結され又は締結されることが確実

と見込まれ、取扱数量の増加の見込み等を含む事業計画を有するものであるこ

と。

ｄ 次に掲げるいずれかの要件に合致するものであること。

（ａ）整備を実施する加工処理高度化施設又は選果・選別施設が算定基準に照ら

し狭隘の度合いが著しいと認められること。

（ｂ）整備を実施する加工処理高度化施設又は選果・選別施設が産地・実需者の



要望を満たす施設であること。

ｅ 目標取扱数量を現に有していること。ただし、平成28年度までに都道府県に

より採択された事業については、この限りでない。

（ウ）都道府県の指導及び監督

都道府県は、事業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対し必

要な指導及び監督を行うものとする。

エ 輸出促進に向けた取組

（ア）事業実施主体

市場法第55条の開設許可を受けた又は受けることが確実と認められる地方卸

売市場の開設者であって、次に掲げる者

ａ 地方公共団体

ｂ 第３セクター

ｃ 地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者で構成する

団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合

又は協同組合連合会

ｄ 法人（ａ、ｂ及びｃを除く。）

（イ）事業の要件

ａ 都道府県卸売市場整備計画に輸出促進に向けた取組を行う地域拠点市場とし

て位置づけられた又は位置づけられることが確実と認められる地方卸売市場

が、経営展望（策定することが確実と認められる場合を含む。）に即して実施

する施設の整備であること。

ｂ 取扱数量の増加に資する施設の整備を実施するものであること。

ｃ 輸出促進に向けた取組が行われ又は行われることが確実と見込まれ、取扱数

量の増加の見込み等を含む事業計画を有するものであること。

ｄ 目標取扱数量を現に有していること。ただし、平成28年度までに都道府県に

より採択された事業については、この限りでない。

ｅ 別紙様式により当該卸売市場の輸出拡大計画を作成していること。

（ウ）都道府県の指導及び監督

都道府県は、事業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対し必

要な指導及び監督を行うものとする。

（５）卸売市場耐震化施設整備の取組

ア 事業実施主体

中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者

イ 事業の要件

（ア）既存卸売市場施設の耐震性能を向上させる耐震補強の整備であり、当該施設

を新たな施設に更新するものではないこと。

（イ）中央卸売市場又は都道府県卸売市場整備計画に地域拠点市場として位置づけ

られた若しくは位置づけられることが確実と認められる地方卸売市場が、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進

法」という。）に基づく都道府県耐震改修促進計画に即して実施する耐震補強

の整備であること。



（ウ）事業開始年度を含む５年以内に実施した耐震診断の結果、耐震改修促進法第

４条第１項に規定する「建築物の耐震診断改修の促進を図るための基本的な方

針」（平成18年国土交通省告示第184号）に基づき、地震の震動及び衝撃に対し

て倒壊し若しくは崩壊する危険性がある又は当該危険性が高いと判断（Is＜0.

6又はIw＜1.0）された既存卸売市場施設を対象とするものであり、かつ、耐震

補強の整備後において当該危険性が低いと判断（Is≧0.6又はIw≧1.0）される

見込みとなること等を含む事業計画を有するものであること。

ウ 指導及び助言

事業実施主体が地方卸売市場の開設者である場合にあっては、都道府県は、事

業の適正かつ確実な実施を図るため、事業実施主体に対し必要な指導及び助言を

行うものとする。



附 則

１ この要領は、平成17年４月１日から施行する。

２ この要領の施行に伴い次に掲げる通知は廃止する。

（１）「卸売市場活性化推進事業について」（平成12年８月１日付け12食流第2280

号農林水産省食品流通局長通知）

（２）「地方卸売市場施設整備事業実施要領に基づく事業報告書の様式について」

（昭和48年４月20日付け48食流第1706号農林水産省食品流通局長通知）

（３）「地方卸売市場施設整備事業に係る国庫補助金額の運用について」（平成15

年３月18日付け14総合第5720号農林水産省総合食料局長通知）

（４）「生産振興総合対策事業実施要領」（平成14年４月15日付け13生産第10200

号農林水産省生産局長通知）

（５）「野菜産地強化特別対策事業実施要領」（平成14年４月１日付け13生産第10

438号農林水産省生産局長通知）

（６）「いぐさ・畳表産地強化特別対策事業実施要領」（平成14年４月16日付け13

生産第10555号農林水産省生産局長通知）

（７）アグリ・チャレンジャー支援事業実施要領の運用について（平成14年３月2

9日付け13経営第6898号農林水産省経営局長通知）

（８）販路開拓緊急対策事業実施要領の運用について（平成14年３月29日付け13

経営第6900号農林水産省経営局長通知）

（９）農業経営総合対策事業の実施について（平成14年３月29日付け13経営第705

2号農林水産省経営局長通知）

（10）「経営対策体制整備推進事業実施要領の制定について」（平成12年４月１日

付け12構改B第167号農林水産省経営局長・構造改善局長・農産園芸局長・畜

産局長通知）

３ 平成17年福岡県西方沖地震により被害を受けた中央卸売市場の施設の改良（売

場施設に係るものに限る。）であって平成17年度内に着工するものに係る交付

率については、Ⅱの第３の１の（２）のウの（ア）の規定にかかわらず、10分

の４以内とする。

附 則

１ この改正された要領は、平成18年３月31日から施行する。ただし、同年４月

１日から適用する。

附 則

１ この通知は、平成19年４月１日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成20年４月１日から施行する。

２ この通知の施行に伴い、「強い農業づくり交付金の事業評価の実施について」

（平成17年10月３日付け17生産第3510号農林水産省大臣官房国際部長・総合食

料局長・生産局長・経営局長通知）は廃止する。

附 則

１ この通知は、平成20年10月16日から施行する。



附 則

１ この通知は、平成21年４月１日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成21年５月29日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成22年５月28日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成23年４月１日から施行する。

附 則

２ この通知は、平成23年９月１日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成24年４月６日から施行する。

２ 本交付金に基づき、平成23年度までに採択された事業の事業実施状況報告及

び事業の評価に係る手続きについては、従前の例により取り扱うものとする。

附 則

１ この通知は、平成25年２月26日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成25年５月16日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成26年２月６日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成27年２月３日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成28年４月１日から施行する。

２ この通知による改正前の強い農業づくり交付金実施要領に基づく事業につい

ては、なお従前の例による。

附 則

１ この通知は、平成29年４月１日から施行する。

２ この通知による改正前の強い農業づくり交付金実施要領に基づく事業につい

ては、なお従前の例による。




















































































































































